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補装具評価検討会開催要綱  

1趣 旨   

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第5条第19項の規定に基づく補装具につい   

て、種目、名称、型式、額等の検討を行い、種目の採り入れの円滑化や価格の適正化に資す   

ること等を目的として、補装具評価検討会（以下「検討会」という。）を開催する。  

2 組織等  

（1）検討会のメンバーは、検討事項に関連する学識経験者等のうちから、社会■援護局障害  

保健福祉部長（以下「部長」という。）が委嘱する。なお、部長は、必要に応じて適当と認め  

られる有識者等を臨時メンバーとして委嘱することができる。  

（2）検討会は。、次の表の上欄に掲げる名称とし、これらの検討事項は、それぞれ同表の下欄  

に掲げるとおりとする。  

補装具第Ⅰ類評価検討会   補装具第Ⅱ類評価検討会   

検討  
更等に関すること。   装置含む）の種目見直しや価格変  

②義肢、装具、座位保持装置の完成用   更等に関すること。  

②その他、義肢装具以外の補装具に  名称       事項  ①義肢装具等の、種目見直しや価格変  （D義肢装具以外の補装具（座位保持             部品の指定等についての審査。     ③その他、義肢、装具に関すること。  関すること。   
（3）各検討会に座長を置き、互選によりこれを定める。また、座長は検討会の会務を総理   

する。  

3 運 営  

（1）検討会の庶務は、国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所の協力を得て、社  

会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室において行う。  

（2）必要に応じ、適当と認められる有識者等を参考人として招致することができるものとす  

る。  

附 則   

この要綱は、平成18年11月 8日から施行する。  

附 則   

この要綱は、平成20年 5月19日から施行する。   



補装具評価検討会メンバー（第Ⅰ・Ⅱ類合同）  

（五十音順、敬称略）  

東京医療センター 

臨8毒メンバー   役  職  名   

いしいたかし  

石井喬志   有限責任中間法人日本補聴器販売店協会 理事   

いながきへいはち  

稲垣 平ハ  社団法人 日本義肢協会 理事長   

おおはま まこと  

大濱 眞   社団法人全国脊髄損傷者連合会 副理事長   
かめだひでとし  

亀田英俊   東京都身体障害者福祉センター 障害認定課 判定担当係長   
か才つむら けい  

川村  慶  有限責任中間法人日本車いすシーティング協会 代表理事   
さの のぽる  

佐野 昇   社団法人全日本難可恵者・中途矢聴音団体連合会 事務局長   

やまざき しげる  

山崎 茂   相模原市健康福祉局福祉部障害福祉課 主幹   

○印は座長   



【補装具の価格設定ルールの明確化について】（案）   

1．補装具価格等調査について  

義肢等価格等調査  市場実勢価格等調査  

義肢、装具  

座位保持装置、完成用部品   

車いす、電動車いす  

補聴器 等  

【調査・分析等】  

・製作に係る原材料費、作業時間  

等の調査  

・経営実態調査（経常収益、経常  

費用等）等  

・完成用部品の販売価格、出荷量、  

製造原価等  

・調査該当製品の販売価格、出荷  

台数、製造原価等  

・過去5年間の売上高、営業利益  

等の推移等  

（補装具評価検討会で議論）  

H21年度改定へ反映   



2．義肢等価格等調査の概要について  

（1）調査概要   

義肢t装具一座位保持装置について、製作・修理に要する費用額の算定基準  

の根拠となるデータについて最新の状況を調査する。その調査結果について分  

析を加え、平成20年10月末頃を目途に価格設定ルール案をとりまとめる。  

（2）調査の具体的内容  

A．義肢・装具・座位保持装置製作事業者を対象とした調査  

調査項目  

具体的な製作事例についての個別の義肢・装具・座位保持装置製作費用に   

ついて  

（補装具製作事例における、材料使用量、使用完成用部品、所用作業量等）  

事業者の事業全体での収入事項（経常収益）について  

（個別の義肢一装具・座位保持装置製作一修理による収益の詳細と、その  

他損益計算書収益項目）  

事業者の事業全体での支出事項（経常費用）について  

（個別の義肢t装具・座位保持装置製作・修理に伴う費用（他の費用と切   

り分けのできる範囲で）の詳細と、その他損益計算書費用項目）  

購入材料の単価について  

面哀㌻元頭  調査時期   

○予備調査  

・調査時期：平成20年 7月末まで  

・調査対象：義肢・装具一座位保持装置製作事業者各10社の計30社程度（機  

縁募集による）  

・方  法：調査票による調査の後、聞き取りを実施  

○本調査  
・調査時期：平成20年8月中・下旬～9月末  

・調査対象：義肢・装具■座位保持装置製作・修理事業者約了00社（全数調  

査）  

・方  法：調査票による調査を実施。  
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B．完成用部品販売者を対象とした調査  

調査項目  

・個別完成用部品の義肢■装具・座位保持装置事業者への販売価格  

・個別完成用部品の義肢・装具一座位保持装置事業者への販売量  

・個別完成用部品の製造原価  

・過去3年間の売上高等の推移等  

※各事業者ごとに完成用部品リストに掲載されている、すべての部品につい  

て調査。  

象・方法  

調査時期：平成20年6月～7月未  

調査対象：完成用部品販売者（製造t輸入）39社（全数調査）  

方  法：調査票による調査を実施  

（3）調査後の予定   

7月末日段階で、調査A（義肢・装具・座位保持装置製作事業者を対象とし  

た調査）の予備調査ならびに調査B（完成用部品販売者を対象とした調査）の  

調査結果を踏まえ、中間集計結果と、価格設定ルール及びその前提となる価格  

算定式の改定に向けた提案のおおまかな方向性ならびに中間時点案を補装具  

評価検討会に提示する。   

その後、調査Aの本調査の結果を踏まえて、10月末頃までに最終案をとりま  

とめ、補装具評価検討会に提示する。  

（4）調査主体について   

本調査は国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所より申請され  

た平成20年度厚生労働科学研究の一環として実施される。  
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3．市場実勢価格等調査の概要について  

（1）調査概要   

義肢・装具・座位保持装置以外の補装具について、市場実勢価格、取引価格、  

販売量等のデータについて最新の状況を調査する。その調査結果について分析  

を加え、平成20年9月末頃を目途に価格設定ルール案をとりまとめる。  

（2）調査の具体的内容   

幸いす、電動車いす、補聴器等の製造販売等事業者を対象とした以下の調査  

を実施する計画である。  

調査項目  

調査該当製品の補装具種目、名称、基本構造別の分類（基本構造以外の機  

能がある場合はその機能の抽出）  

調査該当製品毎の販売事業者への卸販売価格  

調査該当製品毎の実売価格  

調査該当製品毎の出荷数（年間）  

調査該当製品毎の製造原価  

過去3年間の売上高等の推移等  

調査時期・対象・方法  

調査時期：平成20年6月下旬～7月未  

調査対象：日本義肢協会、日本車いすシーティング協会、日本補聴器販売  

店協会等関係団体を通じ、販売事業者を中心に調査する。参考  

に複数の製作事業者からの情報を得る。  

方  法：調査票による調査を実施  

（3）調査後の予定   

調査結果を踏まえて、9月末頃までに価格設定ルール案をまとめ、補装具評  

価検討会に提示する。  

（4）調査主体について   

本調査は国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所より申請され  

た平成20年度厚生労働科学研究の一環として実施される。  
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補装具評価検討会等スケジュール（案）  

（予算編成）  

価
 
格
 
体
 
系
 
等
 
 

1月  

～12月  

第Ⅰ類評価   

検討会   
予備審査（国リハ）  申請締切  申請受付開始  



義肢・装具・座位保持装置製作・修理事業者を対象とした  

補装具供給にかかわる実態調査  

平成20年6月13日  

●本調査の趣旨   

義肢・装具・座位保持装置はその利用者にとって欠かすことのできない用具であり、それらの  

安定的な供給は利用者の自立や社会参加を支える上できわめて重要です。   

私どもの研究では、義肢・装具・座位保持装置を必要とする人が、今後も安定的かつ持続的に  

利用できるようにするため、当該補装具の製作■修理について、最近の動向を反映し、適切な価  

格設定の方法について提案することを目的としております。   

本調査票は、義肢・装具t座位保持装置の製作一修理の費用・売上などに関する動向を調査す  

るものです。調査は当面全国30事業者を予定しております。本調査票にご回答いただいた後、  

あわせ三間き取り過重回筆内率の確認を趣旨としました、聞き取り調査委予定上てお牡享す。  

今回の調査ならびに聞き取り調査を元に、年内に対象全事業者（約700事業者）に対し、調査  

票による調査を予定しております。集めさせていただいたデータをもとに、補装具製作・修理に  

どれだけの費用を要するか、安定的な補装具供給を続けるうえでどの程度の利益を見込む必要が  

あるかなど分析を加えたうえで、最終的には義肢・装具・座位保持装置の価格設定の方法につい  

ての提案をまとめることを予定しております。この研究の結果は、報告書・学会等で報告させて  

いただくほか、厚生労働省補装具評価検討会に対し報告することを考えております。   

なお、本調査へのご回答は任意であり回答しないことlこより不利益が生じることはございま  

堂＆が、研究趣旨ご理解の上、是非ともご協力をお願いいたします。  

※本調査は、国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所が平成20年度厚生労働科学研  

究費補助金（事業名「経済学的手法による補装具の価格構成に関する研究」）を受けて進めてお  

ります。  

●データの取り扱いについて   

本調査の結果は、事業者名などの特定のできない形でデータ入力・保存されますので、研究成  

果発表の段階で個別事業者の回答内容が第三者に知られることはありません。また、ご回答いた  

だいた元データは、本研究のみに使用いたします。第三者に提供されることもありません。本研  

究期間終了後（平成21年度末研究費補助期間終了）、ご回答いただいた調査票は廃棄いたしま  

す。   



目 次  

個別の義肢・装具・座位保持装置製作費用等に関する設問  設問1  

設問2  

設問3  

設問4  

設問5   

義肢t装具・座位保持装置など売り上げ等に関する設問………‥．  

義肢・装具・座位保持装置製作事業者の経常費用に関する設問‥‥‥．……．……‥‖……‥32  

補装具材料価格に関する設問  

そのほか   



設問1 個別の義肢■装具暮座位保持装置製作費用等に関する設問   

平成19年4月1日～平成20年11月の期間に貴事業所で製作された義肢・装具・座位保持装置について、  

下記の義肢・装具・座位保持装置の区分ごとに、製作事例を2ケース挙げ設問にご解答ください。   

解答欄は区分ごとに2つの事例を記入する様式になっております。  

・区分に該当する補装具の製作事例がない場合は、その区分についてはご解答いただく必要はございません。  

・区分に該当する補装具の製作事例が1例のみの場合は、事例1の解答欄のみご回答ください（事例2につ   

いては空欄にしておいてください。）  

・同一区分で複数製作しているものは、よく製作する手法を用いたものについて記入してください。  

本設問で質問させていただく毒肢・装具・座位保持装置の区分  

1．殻構造義肢  

1義手 A－1  

2  A－2  

3  A－3  

4  A－4  

5  A－5  

6  A－6  

7  A－7  

8義足 B－1  

9  B－2  

10  B－3  

11  B－4  

12  B－5  

3．装具  

肩義手  23下肢装具  

上腕義手  24  A－2  
肘義手  25  A－3  
前腕義手  26  A－4  
手義手  27  A－5  
手部義手  28  A－6  
手指義手  29  A－7  

股義足  30  A－8  
大腿義足  31   A－9  
膝義足  32  A－10  

下腿義足  33靴型装具  

下腿義足（サイム義足）、異義足  34  B－2  

A－1   股装具  

長下肢装具（骨盤付）  

長下肢装具  

膝装具  

短下肢装具（顆上式）  

短下肢装具  

足底装具  

股関節外転装具（タイプ1）  

股関節外転装具（タイプ2）  

両長下肢装具（骨盤付）  

B－1   長靴  

半長靴、チャツカ靴、短靴  

C－1   頸椎装具（胸椎装具付）  

頸椎装具  

胸椎装具（肩バンド付）  

胸椎装具  

腰椎装具、仙腸装具  
D－1  肩装具  
肘装具（タイプ1）  

肘装具（タイプ2）  

手背屈装具、長対立装具、把持装具  

短対立装具、MP屈曲・伸展装具  

指装具  

13  B－6   果義足、足根中足義足  

14  B－7  足指義足   

2．骨格構造義肢  

15義手A－1   肩義手  

16  A－2  上腕義手  

17  A－3  前腕義手  

18義足 B－1   股義足  

19  B－2   大腿義足  

20  B－3  膝義足  

21   B－4  下腿義足  

22  B－5   下腿義足（サイム義足）  

35体幹装具  

36  C－2  

37  C－3  

38  C－4  

39  C－5  

40上肢装具  

41  D－2  

42  D－3  

43  D－4  

44  D－5  

45  D－6   

4．座位保持装置  

46  
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製作について  

1．殻構造義肢一義手一採型区分A－1（肩義手）  

上記区分に該当する補装具を製作された事業者は、下記にお答えください（該当する補装具を製作されていな  

い方は、＠＠＠ページに進んでください）。  

設問内容   事例1   事例2   

（i） 貴事業所にて製作された該当補装具について、下記の中か   

ら、それぞれあてはまるもの1つを選んでください。   

・i－1タイプ   （ ）  （ ）  

ア 普通用  イ 肩甲胸郭間切断用   

・i－2 型式   

ア 装飾用  イ 作業用   （ ）  （ ）  

ウ 能動式   

・i－3 処方部位   （ ）  （ ）  

ア 右  イ 左  り 両側   

（ii） 各部位の見積り内容に基づき、下記の中から、それぞれあ   

てはまるもの1つを選んでください。   

・ii－1－1ソケットの使用材料（※二重式ソケットの場合は、   （ ）  （ ）  

外側ソケットについて選んで下さい。）   

ア アルミニウム   イ セルロイド   

ウ 皮革  工 熟硬化性樹脂   

オ 熟可塑性樹脂   

・ii－1－2 （※ニ重式ソケットの場合のみご回答下さい）   （ ）  （ ）  

内側ソケットの使用材料   

エ 熟硬化性樹脂 オ 熟可塑性樹脂   

・ii－2 ソフトインサートの使用材料   （ ）  （ ）  

ア 皮革  イ 軟性発泡樹脂   

ウ 皮革・軟性発泡樹脂   

（ ）  （ ）  

・ii－4支持部（上腕部）の使用材料   （ ）  （ ）  

ア アルミニウム  イ セルロイド   

ウ 熟硬化性樹脂   

・ii－5 支持部（前腕部）の使用材料   （ ）  （ ）  

ア アルミニウム  イ セルロイド   

ウ 熟硬化性樹脂   

・ii－6 支持部：上腕部との接続等作業の必要性   （ ）  （ ）  

ア 必要あり  イ 必要なし   

・ii－7 義手用ハーネスのタイプ   （ ）  （ ）  

ア 胸郭用ベルトハーネス   

1ノ‾う   



事例1   事例2   

冒たすき  ウ 8字ハーネス   

ト装（肩部）のタイプ   （ ）  （ ）  

皮革  イ プラステック  ウ 塗装   

ト装（上腕部）のタイプ   （ ）  （ ）  

皮革  イ プラステック  ウ 塗装   

外装（前腕部）のタイプ   （ ）  （ ）  

皮革  イ プラステック  ウ 塗装   

罠の製作において、工程ごとの正味作業時間をご   

さい。   

軒端の観察   （   ）分   （   ）分  

采寸及び投影図の作成   （   ）分   （   ）分   

采型   （   ）分   （   ）分   

重合チェック   （   ）分   （   ）分   

募性モデルの製作   （   ）分   （   ）分   

ノケット製作   （   ）分   （   ）分   

支持部材の外形の形成及び要素の結合   （   ）分   （   ）分   

温立て   （   ）分   （   ）分   

反合わせ   （   ）分   （  ）分   

うち、仮合わせ専用ソケット製作）   うち（  ）分   うち（   ）分   

外装及び仕上げ   （   ）分   （   ）分   

適合検査   （   ）分   （  ）分   

上記以外の作業   （作業内容：   （作業内容：   

（ ）分  （ ）分   

専用チェックソケットについて、あてはまるもの   

んでください。   

チェックソケットの材料   （  ）   （  ）  

シリコーーン  イ ライナー（完成用部品）   

当該補装具  

記入くださ  

・iii－1   

・iii－2   

・iii－3   

・iii－4   

・iii－5   

・iii－6   

・iii－7   

・iii－8   

・iii－9   

（iii－9a   

・iii－10   

・iii－11   

・iii－12  

仮合わせ専  

を1つ選ん  

（次ページに続く）   
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（つづき）1．殻構造義肢一義手一採型区分A－1（肩義手）  

（Ⅴ） 当該補装具に使用した材料について、使用量についてご記  

入ください。（該当する材料を使用していない場合は、「－」  

とご記入ください）  

・Ⅴ・1情報力ード  

ーⅤ・2投影図用紙  

・Ⅴ・3石膏  

・Ⅴ・4プラスランE  

・Ⅴ・5キさデス包帯 2列  

・Ⅴ・6ギプス包帯 3列  

・Ⅴ・7 PEライト5mm  

・Ⅴ・8 PVAシート  

・Ⅴ・9 flVA4”  

・Ⅴ・10 PVA6”  

・Ⅴ・11 PVA8”  

・Ⅴ－12 PVAlO”  

■Ⅴ－13 PVA12”  

・Ⅴ－14 アクリル樹脂硬性  

・Ⅴ－15 アクリル樹脂軟性  

－Ⅴ－16 アクリル樹脂（軟性・硬性）混合  

・Ⅴ－17熱硬化性樹脂 硬性  

・Ⅴ－18熱硬化性樹脂 軟性  

・Ⅴ－19ナイロンストッキネット 2”  

・Ⅴ－20ナイロンストッキネット 3”  

－Ⅴ－21ナイロンストッキネット 4”  

・Ⅴ・22ナイロンストッキネット10”  

・Ⅴ－23Vマット  

・Ⅴ－24 テトロンフェルト  

・Ⅴ－25カーボン  

・Ⅴ－26トレカクロス25mm  

－Ⅴ－27トレカクロス25mm  

・Ⅴ・28カーボンストッキネット 3インチ  

ーⅤ－29カーボンストッキネット 4インチ  

・Ⅴ－30カーボンストッキネット 5インチ  

・Ⅴ－31カーボンストッキネット 6インチ  

・Ⅴ－32カーボンストッキネット 8インチ  

・Ⅴ－33 グラスファイバー  

・Ⅴ－34ゴム帯地  
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■Ⅴ－35ダウロンテープ  

・Ⅴ－36 クローム革  

・Ⅴ－37なめし革  

・Ⅴ－38ヌメ革  

・Ⅴ－39茶利革  

・Ⅴ－40ビニール管  

・Ⅴ－41ベルト（バックル）  

・Ⅴ－42丸環  

・Ⅴ－43桐材  

・Ⅴ－44木ブロック  

・Ⅴ－45発泡樹脂  

・Ⅴ－46アンクルブロック（ホウ材）  

■Ⅴ－47 （材料名：  

・Ⅴ－48 （材料名：  

・Ⅴ－49 （材料名：  
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（つづき）1．殻構造義肢一義幸一採型区分A－1（肩義手）  

設問内容   
事例1   事例2   

（vi）当該補装具に使用した完成用部品について、使用部品のメ   

一カー、型番、購入価格についてご記入ください。（該当   

する部品を使用していない場合は、メーカー名・型番欄に   

「－」とご記入ください。）   

・Vi－1肩継手  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－2 肘継手  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－3 手継手  （メーカー名‾・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－4 手先具  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－5 ケーブルセット （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

■Vi－6 ハーネス部品   （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－7 フック用先ゴム （メーカー名一型番）   （  ）   （  ）   

（個数）   （  ）個   （  ）個   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

－Vi－8 断端袋  （メーカ「名・型番）   （  ）   （  ）   

（枚数）   （  ）枚   （  ）枚   

（購入金額）   （ ）円  （ ）円  

・Vi－9 ライナーロックアダプタ   

（メーカー名・型番）   （ ）  （ ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円 

・Vi－10 ライナー  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （ ）円  （ ）円  

・Vi－11その他   

その他の部品1  （メーカー名・型番）   （ ）  （ ）  

（購入金植）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品2  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品3  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品4  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円  



供 

付 

価格をご記入ください。   （  ）円   （  ）円   

年月日をご記入ください。   平成（ ）年   平成（ ）年  

（）月（）日   （）月（）日   
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2．殻構造義肢一義手－A－2上腕義手  

設問内容   
事例1   事例2   

（i） 貴事業所にて製作された該当補装具について、下記の中か   

ら、それぞれあてはまるもの1つを選んでください。   

・i－1タイプ   （ ）  （ ）  

ア 差込式  イ 吸着式   

・i・2 型式   

ア 装飾用  イ 作業用   （ ）  （ ）  

ウ 能動式   

・i－3 処方部位   （ ）  （ ）  

ア 右  イ 左  り 両側   

（ii） 各部位の見積り内容に基づき、下記の中から、それぞれあ   

てはまるもの1つを選んでください。   

・ii－1－1ソケットの使用材料（※二重式ソケットの場合は、   （ ）  （ ）  

外側ソケットについて選んで下さい。）   

ア アルミニウム   イ セルロイド   

ウ 皮革  工 熟硬化性樹脂   

オ 熱可塑性樹脂   

・ii－1－2 （※二重式ソケットの場合のみご回答下さい）   （ ）  （ ）  

内側ソケットの使用材料   

エ 熟硬化性樹脂 オ 熟可塑性樹脂   

・ii－2 ソフトインサートの使用材料   （ ）  （ ）  

ア 皮革  イ 軟性発泡樹脂   

ウ 皮革・軟性発泡樹脂   

・ii－3 支持部（上腕部）の使用材料   （ ）  （ ）  

ア アルミニウム  イ セルロイド   

ウ 熟硬化性樹脂   

・ii－4 支持部（前腕部）の使用材料   （ ）  （ ）  

ア アルミニウム  イ セルロイド   

ウ 熟硬化性樹脂   

・ii－5 義手用ハーネスのタイプ   （ ）  （ ）  

ア 胸郭用ベルトハーネス   

イ 肩たすき  ウ 8字ハーネス   

・ii－6 外装（上腕部）のタイプ   （ ）  （ ）  

ア 皮革  イ プラスチック  ウ 塗装   

－ii・7 外装（前腕部）のタイプ  （ ）  （ ）  



事例1   事例2   

イ プラステック  ウ 塗装  

製件において、エ程ごとの正味作業時間をご  

○  

D観察   （  ）分   （   ）分   

灸び投影図の作成  （   ）分   （   ）分  

（   ）分   （   ）分  

チェック  （   ）分   （   ）分   

モデルの製作   （   ）分   （   ）分   

ツト製作   （   ）分   （   ）分   

印材の外形の形成及び要素の結合  （   ）分   （   ）分  

⊂  （   ）分   （  ）分  

わせ  （   ）分   （   ）分   

，、仮合わせ専用ソケット製作）   うち（   ）分   うち（   ）分   

妄及び仕上げ   （   ）分   （   ）分   

「検査   （   ）分   （   ）分   

王以外の作業   （作業内容：   （作業内容：  

）   ）  

（   ）分   （  ）分   

チェックソケットについて、あてはまるもの  

ください。  

ツクソケットの材料  （  ）   （  ）   

コーーンイライナー（完成用部品）  

設問内容  

ア 皮革  

当該補装具の製  

記入ください。  

断端の  ・iii－1   

・iii－2  採寸及  

・iii－3 採型  

適合チ  ・iii－4   

・iii－5   

・iii－6   

・iii－7   

・iii－8   

・iii・9  

（iii－9a  

・iii－10   

・iii－11   

・iii－12  

陽性モ  

支持部  

組立て  

仮合わ  

（iv）仮合わせ専用  

を1つ選んで  

tiv－1 チェ  

ア シリ  

（次ページに続く）   
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（つづき）2．殻構造義肢一義手－A－2上腕義手  

（Ⅴ） 当該補装具に使用した材料について、使用量についてご記  

入ください。（該当する材料を使用していない場合は、「－」  

とご記入ください）  

・Ⅴ－1情報力ード  

・Ⅴ－2投影図用紙  

・Ⅴ－3石膏  

・Ⅴ－4プラスランE  

・Ⅴ－5ギプス包帯 2列  

・Ⅴ－6キ○デス包帯 3列  

・Ⅴ－7 PEライト5mm  

・Ⅴ－8 PVA シート  

・Ⅴ－9 PVA4”  

t v－10 PVA6”  

・Ⅴ－11 PVA8”  

t v－12 PVAlO”  

・Ⅴ－13 PVA12”  

・Ⅴ－14 アクリル樹脂硬性  

－Ⅴ－15 アクリル樹脂軟性  

・Ⅴ－16 アクリル樹脂（軟性・硬性）混合  

－Ⅴ－17熱硬化性樹脂 硬性  

tv－18熟硬化性樹脂 軟性  

－Ⅴ－19ナイロンストッキネット 2”  

・Ⅴ－20ナイロンストッキネット 3”  

・Ⅴ－21ナイロンストッキネット 4”  

・Ⅴ－22ナイロンストッキネット10”  

・Ⅴ－23Vマット  

・Ⅴ－24 テトロンフェルト  

・Ⅴ－25カーボン  

・Ⅴ－26トレカクロス25mm  

・Ⅴ－27トレカクロス25mm  

・Ⅴ－28カーボンストッキネット 3インチ  

・Ⅴ－29カーボンストツキネット 4インチ  

・Ⅴ－30カーボンストッキネット 5インチ  

・Ⅴ・31カーボンストッキネット 6インチ  

・Ⅴ－32カーボンストッキネット 8インチ  

・Ⅴ－33 グラスファイバー  
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・Ⅴ－34ゴム帯地  

・Ⅴ－35ダウロンテープ  

・Ⅴ－36 クローム革  

・Ⅴ－37なめし革  

・Ⅴ－38 ヌメ革  

・Ⅴ－39茶利革  

・Ⅴ－40ビニール管  

・Ⅴ－41ベルト（バックル）  

・Ⅴ－42丸環  

・Ⅴ－43桐材  

・Ⅴ－44木ブロック  

ーⅤ－45発泡樹脂  

・Ⅴ－46アンクルブロック（ホウ材）  

・Ⅴ－47 （材料名：  

・Ⅴ－48 （材料名：  

・Ⅴ－49 （材料名：  
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（つづき）2．殻構造義肢一義手－A－2上腕義手  

設問内容   
事例1   事例2   

（vi）当該補装具に使用した完成用部品について、使用部品のメ   

一カー、型番、購入価格についてご記入ください。（該当   

する部品を使用していない場合は、メーカー名・型番欄に   

「－」とご記入ください。）   

・Vi－1肘継手  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－2 手継手  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－3 手先具  （メーカー名・型番）   
（  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－4 ケーブルセット （メーカー名・型番）   
（  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－5 ハーネス部品   （メーカー名・型番）   
（  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－6 フック用先ゴム （メーカー名・型番）   
（  ）   （  ）   

（個数）   （  ）円   （  ）円   

（購入金額）   （  ）   （  ）   

・Vi－7 断端袋  （メーカー名・型番）   
（  ）個   （  ）個   

（枚数）   （  ）円   （  ）円   

（購入金額）   （  ）   （  ）   

・Vi－8 ライナーロックアダプタ   
（  ）枚   （  ）枚   

（メーカー名▼型番）   （ ）円  （ ）円  

（購入金額）   

・Vi－9 ライナー（メーカー名・型番）   （ ）  （ ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－10 その他   
（  ）   （  ）   

その他の部品1  （メーカー名・型番）   （ ）円  （ ）円  

（購入金額）   

その他の部品2  （メーカー名・型番）   （ ）  （ ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品3  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品4  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（ （ ）円  （ ）円  

（ ）  （ ）  

（ ）円  （ ）円   
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（vii）  当該補装具の提供   

（血i）  当該補装具の交付   

供価格をご記入ください。   （  ）円   （  ）円   

付年月日をご記入ください。   平成（ ）年   平成（ ）年  

（）月（）日   （）月（）日   
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3．殻構造義肢一義手－A－3肘義手  

設問内容   事例1   事例2   

（i） 貴幸某所にて製作された該当補装具について、下記の中か   

ら、それぞれあてはまるもの1つを選んでください。   

・i－1タイプ   （ ）  （ ）  

ア 差込式  イ 吸着式   

・i－2 型式   

ア 装飾用  イ 作業用   （ ）  （ ）  

ウ 能動式   

・i－3 処方部位   （ ）  （ ）  

ア 右  イ 左  り 両側   

（ii） 各部位の見積り内容に基づき、下記の中から、それぞれあ   

てはまるもの1つを選んでください。   

・ii－1－1ソケットの使用材料（※二重式ソケットの場合は、   （ ）  （ ）  

外側ソケットについて選んで下さい。）   

ア アルミニウム  イ セルロイド   

ウ 皮革  工 熟硬化性樹脂   

オ 熟可塑性樹脂   

・ii－1－2 （※二重式ソケットの場合のみご回答下さい）   （ ）  （ ）  

内側ソケットの使用材料   

エ 熟硬化性樹脂 オ 熱可塑性樹脂   

・ii－2 ソフトインサートの使用材料   （ ）  （ ）  

ア 皮革  イ 軟性発泡樹脂   

ウ 皮革・軟性発泡樹脂   

・ii－3 支持部（前腕部）の使用材料   （ ）  （ ）  

ア アルミニウム  イ セルロイド   

ウ 熟硬化性樹脂   

・ii－4 義手用ハーネスのタイプ   （ ）  （ ）  

ア 胸郭用ベルトハーネス   

イ 肩たすき  ウ 8字ハーネス   

・ii－5 外装（上腕部）のタイプ   （ ）  （ ）  

ア 皮革  イ プラステック  ウ 塗装   

・ii－6 外装（前腕部）のタイプ   （ ）  （ ）  

ア 皮革  イ プラステック  ウ 塗装   
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事例1   事例2  

製作において、エ程ごとの正味作業時間をご  

0  

乃観察   （  ）分   （  ）分   

及び投影図の作成  （   ）分   （   ）分  

（   ）分   （   ）分  

チェック  （   ）分   （   ）分   

モデルの製作   
（   ）分   （   ）分   

ツト製作   （   ）分   （   ）分   

印材の外形の形成及び要素の結合  （   ）分   （   ）分  

て  
（   ）分   （   ）分  

わせ  （  ）分   （   ）分   

〉、仮合わせ専用ソケット製作）   うち（   ）分   うち（   ）分   

i及び仕上げ   （   ）分   （   ）分   

「検査   （  ）分   （   ）分   

王以外の作業   （作業内容：   （作業内容：  

）   ）  

（   ）分   （   ）分   

チェックソケットについて、あてはまるもの  

ください。  

ツクソケットの材料  
（  ）   （  ）   

コーーンイライナー（完成用部品）  

設問内容  

（iii）当該補装具の  

記入ください  

断端の  ・iii－1   

・iii－2  採寸及  

・iii－3 採型  

適合チ  ・iii－4   

・iii－5   

・iii－6   

・iii・7   

－iii－8   

1iii－9  

（iii－9a   

・iii－10   

・iii－11   

・iii－12  

陽性モ  

支持部  

組立て  

仮合わ  

（iv）仮合わせ専用  

を1つ選んで  

・iv－1 チェ  

ア シリ  

（次ページに続く）   
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（つづき）3．殻構造義肢一義手－A－3肘義手  

（Ⅴ） 当該補装具に使用した材料について、使用量についてご記  

入ください。（該当する材料を使用していない場合は、「－」  

とご記入ください）  

・Ⅴ－1情報力ード  

・Ⅴ－2投影図用紙  

・Ⅴ－3石膏  

・Ⅴ－4プラスランE  

・Ⅴ－5キさデス包帯 2列  

・Ⅴ－6ギプス包帯 3列  

・Ⅴ－7 PEライト5mm  

・Ⅴ－8 PVA シート  

・Ⅴ－9 PVA4”  

・Ⅴ一10 PVA6”  

・Ⅴ－11 PVA8”  

・Ⅴ－12 PVAlO”  

・Vt13 PVA12”  

・Ⅴ－14 アクリル樹脂硬性  

・Ⅴ－15 アクリル樹脂軟性  

・Ⅴ一16 アクリル樹脂（軟性・硬性）混合  

・Ⅴ－17熟硬化性樹脂 硬性  

・Ⅴ－18熟硬化性樹脂 軟性  

・Ⅴ－19ナイロンストッキネット 2”  

・Ⅴ－20ナイロンストッキネット 3”  

・Ⅴ－21ナイロンストッキネット 4”  

・Ⅴ－22ナイロンストッキネット10”  

・Ⅴ－23Vマット  

・Ⅴ－24 テトロンフェルト  

・Ⅴ－25カーボン  

・Ⅴ－26トレカクロス25mm  

・Ⅴ－27トレカクロス25mm  

・Ⅴ－28カーボンストッキネット 3インチ  

・Ⅴ－29カーボンストッキネット 4インチ  

・Ⅴ－30カーボンストッキネット 5インチ  

・Ⅴ－31カーボンストッキネット 6インチ  

・Ⅴ－32カーボンストッキネット 8インチ  

・Ⅴ－33 グラスファイバー  
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・Ⅴ－34ゴム帯地  

・Ⅴ－35ダウロンテープ  

■Ⅴ－36 クローム革  

・Ⅴ－37なめし革  

・Ⅴ－38 ヌメ革  

■Ⅴ－39茶利革  

・Ⅴ・40ビニール管  

・Ⅴ－41ベルト（′iッウル）  

・Ⅴ－42丸環  

・Ⅴ－43桐材  

・Ⅴ－44木ブロック  

・Ⅴ－45発泡樹脂  

1V－46アンクルブロック（ホウ材）  

・Ⅴ－47 （材料名：  

・Ⅴ－48 （材料名：  

・Ⅴ－49 （材料名：  
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（つづき）3．殻構造義肢一義手－A－3肘義手  

設問内容   
事例1   事例2   

（vi）当該補装具に使用した完成用部品について、使用部品のメ   

ーカー、型番、購入価格についてご記入ください。（該当   

する部品を使用していない場合は、メーカー名・型番欄に   

「－」とご記入ください。）   

－Vi－1肩継手  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－2 肘継手  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

－Vi－3 手継手  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

1Vi－4 手先具  （メーカー名・型番）   
（  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－5 ケーブルセット （メーカー名・型番）   
（  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－6 ハーネス部品   （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－7 フック用先ゴム （メーカー名・型番）   
（  ）   （  ）   

（個数）   （  ）個   （  ）個   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－8 断端袋  （メーカー名・型番）   
（  ）   （  ）   

（枚数）   （  ）枚   （  ）枚   

（購入金額）   （ ）円  （ ）円  

・Vi－9 ライナーロックアダプタ   

（メーカー名・型番）   （ ）  （ ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－10 ライナー  （メーカー名・型番）   
（  ）   （  ）   

（購入金額）   （ ）円  （ ）円  

・Vi－11その他   

その他の部品1  （メーカー名・型番）   （ ）  （ ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品2  （メーカー名・型番）   
（  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品3  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品4  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円  



（vii）  当該補装具の提供   

（Ⅴ最）  当該補装具の交付   

供価格をご記入ください。   （  ）円   （  ）円   

付年月日をご記入ください。   平成（ ）年   平成（ ）年  

（）月（）日   （）月（）日   
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4．殻構造義肢一義手－A－4前腕義手  

設問内容   事例1   事例2   

（i） 貴事業所にて製作された該当補装具について、下記の中か   

ら、それぞれあてはまるもの1つを選んでください。   

・i－1タイプ   （ ）  （ ）  

ア 差込式  イ 顆上支持式（ミュンスター型）   

ウ 顆上支持式（ノースウェスタン型）   

エ スプリツト式   

・i－2 型式   （ ）  （ ）  

ア 装飾用  イ 作業用   

ウ 能動式   

・i－3 処方部位   （ ）  （ ）  

ア 右  イ 左  り 両側   

（ii） 各部位の見積り内容に基づき、下記の中から、それぞれあ   

てはまるもの1つを選んでください。   

■ii－1－1ソケットの使用材料（※二重式ソケットの場合は、   （ ）  （ ）  

外側ソケットについて選んで下さい。）   

ア アルミニウム  イ セルロイド   

ウ 皮革  工 熱硬化性樹脂   

オ 熟可塑性樹脂   

・ii－1－2 （※二重式ソケットの場合のみご回答下さい）   （ ）  （ ）  

内側ソケットの使用材料   

エ 熟硬化性樹脂 オ 熱可塑性樹脂   

・ii－2 ソフトインサートの使用材料   （ ）  （ ）  

ア 皮革  イ 軟性発泡樹脂   

ウ 皮革■軟性発泡樹脂   

・ii－3 支持部（前腕部）の使用材料   （ ）  （ ）  

ア アルミニウム  イ セルロイド   

ウ 熟硬化性樹脂  工 作業用幹部   

・ii－4 義手用ハーネスのタイプ   （ ）  （ ）  

ア 胸郭用ベルトハーネス   

イ 8字ハーネス  ウ 9字ハーネス   

エ たわみ継手  オ 前方支持バンド   

力 上腕カフ（三頭筋パッド）   

・ii－5 外装（前腕部）のタイプ   （ ）  （ ）  

ア 皮革  イ プラステック  ウ 塗装   
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事例1   事例2  

製作において、工程ごとの正味作業時間をご  
D  

D観察   （  ）分   （  ）分   

史び投影図の作成  （   ）分   （   ）分  

（   ）分   （   ）分  

チェック  （   ）分   （  ）分   

モデルの製作   （   ）分   （   ）分   

ツト製作   （   ）分   （   ）分   

印材の外形の形成及び要素の結合  （  ）分   （  ）分  

⊂  （   ）分   （   ）分  

わせ  （   ）分   （   ）分   

，、仮合わせ専用ソケット製作）   うち（   ）分   うち（  ）分   

…及び仕上げ   （   ）分   （   ）分   

・検査   （   ）分   （   ）分   

王以外の作業   （作業内容：   （作業内容：  

）  

（  ）分   （  ）分   

チⅡツクソケットについて、あてはまるもの  

ください。  

ツクソケットの材料  （   ）   （  ）   

コーーンイライナー（完成用部品）  

設問内容  

当該補装具の製  

記入ください。  

断端の  ・iii－1   

・iii－2  採寸及  

・iii－3 採型  

適合チ  －iii－4   

・iii・5   

・iii－6   

・iii－7   

・iii－8   

－iii－9   

（iii－9a   

・iii－10   

・iii－11   

・iii－12  

陽性モ  

支持部  

組立て  

仮合わ  

（iv）仮合わせ専用  

を1つ選んで  

・iv－1 チェ  

ア シリ  

（次ページに続く）   
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（つづき）4．殻構造義肢一義手－A－4前腕義手  

（Ⅴ） 当該補装具に使用した材料について、使用量についてご記  

入ください。（該当する材料を使用していない場合は、「－」  

とご記入ください）  

・Ⅴ－1情報力ード  

・Ⅴ－2投影図用紙  

・Ⅴ－3石膏  

・Ⅴ－4プラスランE  

・Ⅴ－5ギプス包帯 2列  

・Ⅴ－6キ○フ○ス包帯 3列  

・Ⅴ－7 PEライト5mm  

・Ⅴ－8 PVAシート  

・Ⅴ－9 PVA4”  

・Ⅴ－10 PVA6”  

・Ⅴ－11 PVA8”  

・Ⅴ－12 PVAlO”  

・Ⅴ－13 PVA12”  

・Ⅴ－14 アクリル樹脂硬性  

・Ⅴ－15 アクリル樹脂軟性  

・Ⅴ－16 アクリル樹脂（軟性・硬性）混合  

・Ⅴ－17熟硬化性樹脂 硬性  

・Ⅴ－18熟硬化性樹脂 軟性  

・Ⅴ－19ナイロンストッキネット 2”  

・Ⅴ－20ナイロンストッキネット 3”  

・Ⅴ－21ナイロンストッキネット 4”  

・Ⅴ－22ナイロンストッキネット10”  

・Ⅴ－23Vマット  

・Ⅴ－24 テトロンフェルト  

・Ⅴ－25カーボン  

・Ⅴ－26トレカクロス25mm  

・Ⅴ－27トレカクロス25mm  

・Ⅴ－28カーボンストッキネット 3インチ  

・Ⅴ－29カーボンストッキネット 4インチ  

・Ⅴ－30カーボンストッキネット 5インチ  

・Ⅴ－31カーボンストッキネット 6インチ  

・Ⅴ－32カーボンストッキネット 8インチ  

・Ⅴ－33 グラスファイバー  
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・Ⅴ－34ゴム帯地  

・Ⅴ－35ダクロンテープ  

・Ⅴ－36 クローム革  

・Ⅴ－37なめし革  

・Ⅴ一38 ヌメ革  

・Ⅴ一39茶利革  

・Ⅴ－40ビニール管  

・Ⅴ－41ベルト（／〈ックル）  

・Ⅴ－42丸環  

・Ⅴ－43桐材  

・Ⅴ－44木ブロック  

・Ⅴ－45発泡樹脂  

・Ⅴ－46アンクルブロック（ホウ材）  

・Ⅴ－47 （材料名：  

－Ⅴ－48 （材料名：  

・Ⅴ－49 （材料名：  
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（つづき）4．殻構造義肢一義手－A－4前腕義手  

設問内容   
事例1   事例2   

（vi）当該補装具に使用した完成用部品について、使用部品のメ   

一カー、型番、購入価格についてご記入ください。（該当   

する部品を使用していない場合は、メーカー名■型番欄に   

「－」とご記入ください。）   

・Vi・1肩継手  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－2 肘継手  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－3 手継手  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－4 手先具  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－5 ケーブルセット （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円 （  ）円   

・Vi－6 ハーネス部品   （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－7 フック用先ゴム （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（個数）   （  ）個   （  ）個   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－8 断端袋  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（枚数）   （  ）枚   （  ）枚   

（購入金額）   （ ）円  （ ）円  

・Vi－9 ライナーロックアダプタ   

（メーカー名・型番）   （ ）  （ ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

・Vi－10 ライナー  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （ ）円  （ ）円  

・Vi－11その他   

その他の部品1  （メーカー名・型番）   （ ）  （ ）  

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品2  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品3  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   

その他の部品4  （メーカー名・型番）   （  ）   （  ）   

（購入金額）   （  ）円   （  ）円   
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供価格をご記入ください。   （  ）円   （  ）円   

付年月日をご記入ください。   平成（ ）年   平成（ ）年  

（）月（）日   （）月（）日   

（vii）  当該補装具の提供   

（viii）  当該補装具の交付   

※ 以上の形式で他の義肢、装具、座位保持装置に関しても同様の設問内容が続きます。  
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設問2 義肢・装具・座位保持装置など売り上げ等に関する設問   

平成17年度から19年度にかけての、貴事業所の売り上げについて、ご記入ください。  

2－1義肢・装具・座位保持装置製作  

平成17年度   平成18年度   平成19年度   

1．殻構造義肢（製作）  

円  円  円  
義手  A－1 肩義手  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－2  上腕義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－3  肘義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－4  前腕義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

円  円  円  
A－5  手義手  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－6  手部義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

円  円  円  
A－7  手指義手  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

円  円  円  
義足  B－1 股義足  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－2  大腿義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－3  膝義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－4  下腿義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－5  下腿義足（サイム義足）、果義足   
円   円   円   

件）  （件数  件）  （件数  件）  

営 業  補 装 l∃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     収 益  蚕 作  

B－6  果義足、足根中足義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

円  円  円  
B－7  足指義足  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

2．骨格構造義肢（製作）  

円  円  円  
義手  A－1 肩義手  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

円  円  円  
A－2  上腕義手  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－3  前腕義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

義足  B－1 股義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－2  大腿義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

円  円  円  
B－3  膝義足  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－4  下腿義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－5  下腿義足（サイム義足）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

円  円  円  
義肢製作計  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）   
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平成17年度   平成18年度   平成19年度   

3．装具（製作）  

円   円   円  

下肢装  A－1 股装具          具  
（件数  件）  （件数  件）  （件数  件）  

A－2  長下肢装具（骨盤付）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－3  長下肢装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－4  膝装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－・5  短下肢装具（顆上式）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－・6  短下肢装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A一・7  足底装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－－8  股関節外転装具（タイプ1）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－－9 股関節外転装具（タイプ2）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A一－10 両長下肢装具（骨盤付）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

靴型装   
B－－1 長靴   

円   円   円  

（件数  件）  （件数  件）  （件数  件）  

B－－2  半長靴、チャツカ靴、短靴  
円  円  円  

装  
（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

宮 業  補  目  円   円   円   

収 益  蚕  （件数  件）  （件数  件）  （件数  件）  

作   
C・－2  頸椎装具  

円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

C・－3  胸椎装具（肩バンド付）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

C一－4  胸椎装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

C－5  腰椎装具、仙腸装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

円   円   円  
上肢装  D－1 肩装具          具  

（件数  件）  （件数  件）  （件数  件）  

D－2  肘装具（タイプ1）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

D－3  肘装具（タイプ2）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

背屈装具、長対立装具、把持装   
D－4  

円  円  円  

フ■■て  （件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

D－5  短対立装具、MP屈曲・伸展装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

D－6  指装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

装具製作計  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

4．座位保持装置（製作）  

座位保持装置具製作計  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）   

（次ページに続く）  
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（続き）  

2－2義肢・装具・座位保持装置修理  

平成17年度   平成18年度   平成19年度   

1．殻構造義肢く修理）  

義手  A－1 肩義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－2  上腕義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－3  肘義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－4  前腕義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－5  手義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－6  手部義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－7  手指義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

義足  B－1 股義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－2  大腿義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－3  膝義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－4  下腿義足  
円  円  円  

補  （件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

営 業   装 目  
B－5  下腿義足（サイム義足）、果義足   

円   円   円   

件）  （件数  件）  （件数  件）  

収 益  窟 理  
B－6  異義足、足根中足義足  

円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－7  足指義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

2．骨格構造義肢（修理）  

義手  A－1 肩義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－2  上腕義手  
円  円  円  

（件数  件）  件）     （件数  件）  

A－3  前腕義手  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

義足  B－1 股義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－2  大腿義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－3  膝義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－4  下腿義足  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

B－5  下腿義足（サイム義足）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

義肢修理計  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）   
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平成17年度   平成18年度   平成19年度   

3．装具（修理）  

円   円   円  
下肢装  A－1 股装具          具  

（件数  件）  （件数  件）  （件数  件）  

A－2  長下肢装具（骨盤付）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－3  長下肢装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－4  膝装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－5  短下肢装具（顆上式）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－6  短下肢装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A一了  足底装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A－・8  股関節外転装具（タイプ1）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A一・9  股関節外転装具（タイプ2）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

A一・10 両長下肢装具（骨盤付）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

靴型装   
B－－1 長靴   

円   円   円  

（件数  件）  （件数  件）  （件数  件）  

B－－2  半長靴、チャツカ靴、短靴  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

円   円   円   
宮 業  補 装 日  収   雇  （件数  件）  （件数   ．件）  （件数  件）  

益   理   
C－－2  頸椎装具  

円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

C－－3  胸椎装具（肩バンド付）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

C・－4  胸椎装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

C・－5  腰椎装具、仙腸装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

円   円   円  
上肢装  D・－1 肩装具          具  

（件数  件）  （件数  件）  （件数  件）  

D，－2  肘装具（タイプ1）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

D－3  肘装具（タイプ2）  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

背屈装具、長対立装具、把持装   
D－4  

円  円  円  

フ■て  （件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

D－5  短対立装具、MP屈曲・伸展装具  
円  円  円  

件）     （件数  件）     （件数  件）  

D－6  指装具  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

装具修理計  
円  円  円  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）  

4．座位保持装置（修理）  

円  円  円  
座位保持装置具修理計  

（件数  件）     （件数  件）     （件数  件）   

（次ページに続く）  
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（続き）  

2－3収益の集計  

平成17年度   平成18年度   平成19年度   

円   円   円  
義肢製作計（＠＠ページの同じ項目の金額と同  

じ数値）  

円   円   円  
装具製作計（＠＠ページの同じ項目の金額と同  

じ数値）  

補  
円   円   円  

装 日  フて  
の  

金額と同じ数値）  

製  円   円   円   
営        作  

業 収  
益   

円   円   円  
装具修理計（＠＠ページの同じ項目の金額と同  

じ数値）  

円   円   円  
座位保持装置修理計（＠＠ページの同じ項目の  

金額と同じ数値）  

補装具関連部品・材料の販売  円   円   円  

福祉用具の販売  円   円   円  

その他事業  円   円   円   

（業種名：  ）  

営業外収益  円   円   円   

経常収益  円   円   円   
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設問3 義肢・装具・座位保持装置製作事業者の経常貴用に関する設問   

平成17年度から19年度における貴事業所全体の経常費用について、ご記入ください。  

平成18年度  平成19年度  平成17年度  

持装置の製作・修理にかかわるもの  
にあわせで金  きない場合、該当欄に「－」とご記入し、他業  

記入下さし  

叶注費）  

直接材料責’  

直接労務費  

製造間接費  

※光熱水草  

修繕量  

直接経費  

販売費  

一般管理費  

一般管理責  

※ここまで営業費用  

営業外費用  

経常費用※上記  

認ください  
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設問4 補装具材料価格に関する設問  

（i） 平成20年5月1日時点での、下記材料の購入価格について、ご記  

入ください。（該当する材料を購入していない場合は、「－」とご記  

入ください）  

・i－1情報力ード  

・i－2投影図用紙  

・i・3石膏  

・i－4プラスランE  

・i－5キ○デス包帯 2列  

・i－6ギプス包帯 3列  

・i－7 PEライト5mm  

・i－8 PVAシート  

・i－9 PVA4”  

・i－10 PVA6”  

・i－11 PVA8”  

・i－12 PVAlO”  

・i－13 PVA12”  

－i－14 アクリル樹脂硬性  

・i－15 アクリル樹脂軟性  

・i－16 アクリル樹脂（軟性・硬性）混合  

－i－17熟硬化性樹脂 硬性  

・i－18熱硬化性樹脂 軟性  

・i－19ナイロンストッキネット 2”  

・i－20ナイロンストッキネット 3”  

・i－21ナイロンストッキネット 4”  

・i－22ナイロンストッキネット10”  

・i－23Vマット  

・i－24テトロンフェルト  

・i－25カーボン  

・i－26トレカクロス25mm  

・i－27トレカクロス25mm  

・i－28力→ポンストッキネット 3インチ  

・i－29カーボンストッキネット 4インチ  

・i－30カーボンストッキネット 5インチ  

・i－31カーボンストッキネット 6インチ  

・i－32カーボンストッキネット 8インチ  

・i－33 グラスファイバー  

）円／枚  

）円／枚  

）円此g  

）円／巻  

）円／巻  

）円／巻  

）円／g  

）円／ポ  

／
 
 
 
／
 
 
 
／
 
 
 
／
 
 

円
 
円
 
円
 
円
 
 

）
 
 
 
）
 
 
 
）
 
 
 
）
 
 

）円／枚  

）円此g  

）円此g  

）円此g  

）円此g  

）円此g  

）円／m  

）円／m  

）円／m  

）円／m  

）円／ポ  

）円／ポ  

）円／ポ  

）円／m  

）円／m  

）円／m  

）円／m  

）円／m  

）円／m  

）円／m  

）円／ポ  
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・i－34ゴム帯地  

・i・35ダウロンテープ  

・i－36クローーム革  

・i－37なめし革  

・i－38 ヌメ革  

・i－39茶利革  

・i－40ビニーール管  

・i－41ベルト（バックル）  

・i－42丸環  

・i－43桐材  

・i－44木ブロック  

・i－45発泡樹脂  

・i－46アンクルブロック（ホウ材）  

）円／m  

）円／m  

）円／ds  

）円／ds   

）円／ds  

）円／ds  

）円／m  

）円／個  

）円／個  

）円／m  

）円／個  

）円耽g  

）円／個  

設問5 そのほか  

義肢・装具・座位保持装置の価格制度に関してご意見などございましたら、お書き下さい。  

回答者様について  

※ご回答いただいた内容について、質問させていただくことがあります。その際のご連絡先をご記入下さい。  

（電話及びE－mailアドレス）  

回答事業者様社名  

回答担当者様氏名  

回答者様ご連絡先   

長時間にわたる回答にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。  
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参考資料2  

l  

義肢 衣＿ 座位保持衣置  

完成用開封 給lカカわる実 調査  

平成20年6月13日  

●本調査の趣旨   

義肢・装具・座位保持装置はその利用者にとって欠かすことのできない用具であり、そ  

れらの安定的な供給は利用者の自立や社会参加を支える上できわめて重要です。   

私どもの研究では、義肢・装具1座位保持装置を必要とする人が、今後も安定的かつ持  

続的に利用できるようにするため、当該補装具の製作・修理について、最近の動向を反映  

し、適切な価格設定の方法について提案することを目的としております。   

本調査票は、義肢・装具・座位保持装置の製作・修理の費用のなかで大きな比率を占め  

る完成用部品の供給状況について調査するものです。調査は完成用部品供給（製造一販売）  

に携わるすべての事業者（全国37事業者）を対象に本調査票により行います。集めさせて  

いただいたデータをもとに分析を加えたうえで、最終的には義肢・装具・座位保持装置の  

価格設定の方法ならびに完成用部品の価格にあり方についての提案をまとめることを予定  

しております。この研究の結果は、報告書・学会等で報告させていただくほか、厚生労働  

省補装具評価検討会に対し報告することを考えております。   

なお、本調査へのご回答は任意であり回答しなし、ことにより不利益が生じることはござ  

いませんが、研究趣旨ご理解の上、是非ともご協力をお願いいたします。  

※本調査は、国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所が平成20年度厚生労働科  

学研究貴補助金（事業名「経済学的手法による補装具の価格構成に関する研究」）を受けて  

進めております。  

●データの取り扱いについて   

本調査の結果は、事業者名などの特定のできない形でデータ入力・保存されます。また、  

ご回答いただいた元データは、本研究のみに使用いたします。第三者に提供されることも  

ありません。本研究期間終了後（平成21年度末研究費補助期間終了）、ご回答いただいた  

調査票は廃棄いたします。   



※ご回答の方法について   

エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファイルに入力したものをメールにてご返信いただ   

けると幸いです。  

回答送付先 kgasawa＠rehab．go．jp  

平成19年度（平成19年4月1日～同20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの完成用部品出荷取引すべてについて、対象に下記  

の表にご記入下さい。（当該製品のカタログを添付してください。）  

設問1個別完成用部品の出荷量ならびに販売価格、調達コストについてご記入下さい。  

○自社製造完成用部品について  

部品カテゴリー  （5）部品型番   （6）義肢製作業  （7）対象期間にお  （8）製造原価   

（1）種別   （2）区分   （3）名称   （4）形式   （部品個別名）   者への販売単価  ける出荷数量  （部品1個あた   

a）殻構造義肢  区分名（肩義手、  （円）   （個）   り）（円）  

b）骨格構造義肢  

c）装具  き下さい。  

d）座位保持装置  

a～dのいずれか  

1つをご記入下さ  

い  

、ノ兢‥㈱購W㈱允勒》淵醐鴇と甑淡ノ耶ごYミ＝ノ淡′Y－＼ンY》七万＞∴こ無二′1‥∴こ六こ／Y  



設問1（つづき）  

○輸入完成用部品について  

部品カテゴリー  （5）部  （8）輸入原価（部品1個あたり）  （9）外国における実  
品型番  肢製作業  売価格   

（1）   （2）   （3）   （4）  （部品個   

種別  区分  名称   形式   別名）   売単価  （円）   保険料負担  
a）殻構  （円）   等契約種別  
造義肢  （肩義手、  a）FOB  ド  

b）骨格  b）CIF  ル）   

構造義肢  c）その他  ）   

c）装具  a～Cのいず  
d）座位  れか1つを  
保持装置  ご記入下さ  
a～dのい  い。   
ずれか1  
つをご記  
入下さい  

姶′珠′ニメこ／モ：こ二六潮ニ  、ぺジ心ニ1∴∴√、ふこ∴ク、ジン：六ジご二、1ぺユニく1守二鳥》、こ立／Yニ六：茨ノこご1  【  璽    LL ．．、／、こ六′、、．ン 
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設問2 過去3年間の事業所の経常収益（売上げ）についてご記入下さい。  

平成17年度   平成18年度   平成19年度   

完成用部品の販売   円   円   円  

営  円   円   円  

業   
収  

円   円   円  

益  円   円   円  

その他事業  円   円   円   

（業種名：  ）  

営業外収益  円   円   円   

経常収益  円   円   円   

設問3 過去3年間の事業所の経常費用についてご記入下さい。  



回答者様について  

※ご回答いただいた内容について、質問させていただくことがあります。その際のご連絡先をご記入下  

さい。  

名  

名  

先（電話及びE－mailアドレス）  

回答事業者様社  

回答担当者様氏  

回答者様ご連絡   

長時間にわたる回答にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。  
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記入上の注意  

設問1  

（1）部品種別について  

当該製品の部品種別について記載してください。  

a）殻構造義肢  

b）骨格構造義肢  

c）装具  

d）座位保持装置  

から記号を選択。  

（2）区分について   

補装具完成用部品一覧表の「区分」欄に相当する語句をご記入下さい。※座位保持装   

置用完成部品の場合には、空欄にして下さい。  

（3）名称について   

補装具完成用部品一覧表の「名称」欄に相当する語句をご記入下さい。  

（4）形式について   

補装具完成用部品一覧表の「形式」欄に相当する語句をご記入下さい。  

（5）部品型番について   

当該製品の型番を記載してください。  

（6）義肢製作業者への販売単価について   

当該製品の基準籠や希望小売価格ではなく、義肢等製作業者への販売価格（出荷時の   

実際の単価）を記載してください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載   

を2行以上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  

（7）対象期間における出荷数量について   

当該製品の対象期間における出荷個数を記載してください。  

（8）製造原価について   

当該製品の製造原価（単価）を記載してください。  

（9）輸入原価について   

当該製品の輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分けて）を記載してください。   

あわせて、輸入コストに関わる契約形式についてご回答下さい。  

FOB：輸出国出国港から先の輸送貴用、保険料、関税など輸入側負担  

CIF‥ 日本の輸入港までの輸送貴用、保険料、関税など輸出側負担  

その他  
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（10）外国平均価格について   

当該製品の米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り単価）を   

調査の上、各国の通貨建てで記載してください。  

設問2、設問3   

平成17年度～19年度の経常収益、経常費用についてご記入下さい。  
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参考資料3  

義肢・装具・座位保持装置以外の補装具種目にかかる実態調査  

平成20年6月13日   

●本調査の趣旨  

補装具はその利用者にとって欠かすことのできない用具であり、それらの安定的な供給  

は利用者の自立や社会参加を支える上できわめて重要であり、補装具を必要とする人が、  

今後も安定的かつ持続的に利用できるようにするため、当該補装具の製作等について、最  

近の動向を反映し、適切な価格設定の方法について検討することが必要です。   

本調査は関係団体を通じて補装具供給（製造・販売）に携わる事業者を対象に、本調査  

票により行います。集めさせていただいたデータをもとに分析を加え、最終的には補装具  

評価検討会に参考資料として提示する予定です。   

なお、本調査へのご回答は任意であり回答しないことにより不利益が生じることはござ  

いませんが、研究趣旨ご理解の上、  是非ともご協力をお願いいたします。  

※本調査は、国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所が平成20年度厚生労働科  

学研究費補助金・：事業名「経済学的手法による補装具の価格構成に関する研究」）を受けて  

進めております。  

● データの取り扱いについて   

本調査の結果は、事業者名などの特定のできない形でデータ入力■保存されます。また、  

ご回答いただいた元データは、第三者に提供されることはありません。   



1．車いす調査票   

平成19年度（19年4月1日～20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの補  

装具出荷取引について、下記の表にご記入下さい。（記入方法については別紙をご参照くだ  

さい。）当該製品のカタログを添付してください。  

1－1 補装具用幸いすの製造について  

（2）   （3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

種別  名 称  ● …壬  販売店への販  対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価   

番号  売単価（円）   数量（個）   構造   （単価）（円）  

ノW、  J｛〉′㌧′＼／＼／＼／∵ヘノヽ／ヽ＼′へ〉ヘノ  W〉へ）へし／＼一′＼′  ＼ノ＼、／＼′＼／＼／＼ノ＼／＼／＼／＼／）′＼ノ「＼／へ＼ノ八＼  ／＼／＼／＼一／＼／へ／＼へ）′〈＼／、＼／＼ノへ・ノ＼／＼／へ、／へ／㌧♪）＼、／へ／＼ハ  ＼／へ＼／＼〉W〉WJ／ヽノへ）  ノ＼／＼W〉へノ（＼′Wノ  ′＼／＼′＼／へ＼  ／V、〉／＼ノ＼／・／＼／＼ノ＼  怖  ノヽ〉／＼〉（＼／＼／＼′＼／＼ノへ／＼／、、．へ／へ＼／ヽノ∧＼ノV  、／／＼／ヽノ㌧√）へ／＼′）へ／㌧ハ） ／へノへ）一＼／／＼／＼′）〈Jへ／＼／＼＼  －〟∧〃仰岬  〉へこ＼′ノ＼ノへ＼ノへ、へへ／＼ノヽJへ／＼／、ノ   

1－2 補装具用幸いすの輸入について  

（2）  （3）  （4）   （5）   （6）   （8）  （9）   

種  名   型  販売  対象  基本   輸入原価  外国における   

別  実売価格  

番  の販  

等契約種別  （米  

l＝コ 臼   売単   ド   

価  数量  造  （円）  ト  b）CIF  ル）  ド）  ロ）  

（円）   （個）  
c）その他  

（円）    a～Cのいずれ  

か1つをご記入  

下さい。  

《《《伽《《ヂ、  ／ ㌧′＼ノ＼／＼ノ＼／＼′＼＼／ 
＼／ハ＼／′＼′＼／′ヽ ／へノへ）へ／＼／＼           しへノ＼′ソへノ＼′ 〉√＼／＼／、ハ／＼′㌧  



1－3 利用者向け販売について  

※対象期間に、利用者向けに幸いすを販売された場合は、こちらにご記入下さい。利用者  

ではなく、ディーラー等別事業者に販売したものについては、記入不要です。（利用者向け  

に販売された場合は、1－1，1－2に当該補装具製造■輸入についてご記入の場合も、  

こちらにご記入下さい）。  

（2）   （3）   （10）   

名 称   型 番   実売価格  

＼ ／＼／′／＼／ ノ〈㌧  ノ＼／ ／＼∴＼ノー∴へ′′）へ／ヽ／、／＼′」／ ノ＼、ノ、′   

※ エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信いただけると幸いです。  
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（別紙）   

1．車いす調査票記入上の留意事項  

（1）種別番号について   

以下の表中に掲げた種別番号を用いてください。  

A大車輪のあるもの   

手押し型 B   原則として介助者が押して駆動するもの。（折り   

112  幸いす  81，000  

の）   B小車輪だけのもの   

リクライニング式   背もたれの角度を変えることができるもの。その   
113  幸いす  

114，000  
他は手押し型Aと同じ。   

座席と背もたれが一定の角度を維持した状態で  

114  幸いす   
ティルト式  

角度を変えることができるもの。その他は手押し  
手押し型  

型A同じ。   



※ 101～115はオーダーメイド又はモジュラータイプのものであること。  

（2）名称について   

当該幸いすに呼称（「00シリーズ」等）をつけている場合に記載してください。  

（3）型番について   

当該車いすの型番を記載してください。  

（4）販売店への販売単価について   

当該車いすの基準額や希望小売価格ではなく、販売店への販売価格（出荷時の実際の   

単価）を記載してください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載を2行   

以上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  

（5）対象期間における出荷数量について   

当該幸いすの対象期間における出荷台数を記載してください。  

（6）基本構造以外の構造   

当該幸いすに基本構造以外の構造、例えば背もたれ張り調整、足台スイングアウト、   

肘掛け脱着、．車輪脱着ハブ等を備えている場合に記載してください。   

※ 実際にどのような構造があるか、補装具検討会にて検討。  

（7）製造原価について   

当該車いすの製造原価を記載してください。  

（8）輸入原価について   

当該幸いすの輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分けて）を記載してください。  

（9）外国平均価格について   

当該幸いすの米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り単価）   

を調査の上、各国の通貨で記載してください。  
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（10）実売単価について   

当該幸いすの販売店での実際の小売り単価を記載してください。   



2．電動車いす調査票   

平成19年度（19年4月1日～20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの補  

装具出荷取引について、下記の表にご記入下さい。（記入方法については別紙をご参照くだ  

さい。）当該製品のカタログを添付してください。  

2－1 補装具用電動車いすの製造について  

（3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

型 番  販売店への販  対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価  

売単価（円）   数量（個）   構造   （単価）（円）  

㌧ノ＼ノ＼∴ ′＼／＼ノ∵ノ＼′′、  、）／＼′＼－＼／h＼／、〕′＼／㌧ノ∵／ヽ／＼ノ㌧／＼∵㌧十／（＼′  ／・／′＼、ノ「、ノ＼ノ＼／ ′（＼／ ′＼＼ノ／＼し′、ノ＼／＼、ノ／、／（＼ 

′ ノへノ＼、／＼ノ〈＼／＼／㌧  ／＼√／＼／〔J＼、ノ〈、ノ＼ノ／／′＼′、／へ、・J∵／、ノ、ノ＼√＼′  、／＼、ノ′＼／（＼／〔＼′′＼ノ＼ノへノ＼／㌧√＼′、／√＼   

2－2 補装具用電動車いすの輸入について  

（2）  （3）  （4）   （5）   （6）   （8）  （9）   

種  名   型  販売  対象  基本   輸入原価  外国における   

別  称  番  店へ  期間に  構造  実売価格   

番  の販  

等契約種別  （米  

国 ‾弓‾  売単   ド   

価  数量  造  （円）  ト  e）cIF  ル）  ド）  ）   口）  

（円）   （個）  
8その他  

（円）    a～Cのいずれ  

か1つをご記入  

下さい。  

ノへ ノ、  ノ、、／／＼／＼、／√＼）へ〉′、  ′、、／、√八／  ＼／、、／〈＼／＼‥へ／＼′′ ノ、＼  ／＼ノへノ√＼へノ、、／＼〕／ノ＼  ／＼ 、ノ＼〉／ ノ ノ、＼′ ／＼  ノ（＼ノ、／ヽノヽ  ノ＼  ノ ／（㌧ ∵＼／〔＼／＼㌧  ／＼ノー、′′、ノ√＼）√＼√ノ＼． ノ＼／／＼．（、ノへノ′、、．′′．／＼∴㌧  ハ／√＼√／′＼ノ／＼′  ＼′′、Vノ ／＼  ヽ 、へ ／＼ 
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2－3 利用者向け販売について  

※対象期間に、利用者向けに電動車いすを販売された場合は、こちらにご記入下さい。利  

用者ではなく、ディーラー等別事業者に販売したものについては、記入不要です。（利用者  

向けに販売された場合は、2－1，2－2に当該補装具製造・輸入についてご記入の場合  

も、こちらにご記入下さい）。  

（2）   （3）   （10）   

種別番号   名 称   型 番   実売価格  

㌧′＼／＼／／＼／＼／へ／ヽノヽノ＼／＼／＼へ′＼／  ・／′＼／へ／V＼／＼ノ‾＼／＼／＼／へ／、／＼／  ′㌧′＼／＼／ ／＼／′、／、㌧／＼／ ノへ＼／＼／、′へ〉へ／＼  ／〈）r〉′＼／＼ノ＼ノヽ〉W・／＼ノ〈  ノ′＼／、／へ、／＼／㌧ノへノ＼／＼ノ＼、〉／＼′＼′ヽ′  〉へノヘノヽノ＼ン＼／へ〉／＼／＼／＼／＼ノへ／ヽ）／  ∽′V、〟〈V＼八ノV、J〉、、八  ノへノヽノ㌧／＼）／＼〉ハ＼／＼ノヽ／＼′㌧／＼ノ＼－′＼〉′＼／   

※ エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信ください。  
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（別紙）  

2．電動車いす調査票記入上の留意事項  

（1）種別番号について   

以下の表中に掲げた種別番号を用いてください。  

（電動力走行・手動力走行を切り替え可能なも  

（駆動人力を電動力で補助することが可能なも  

（2）名称について   

当該電動車いすに呼称（「00シリーズ」等）をつけている場合に記載してください。  

（3）型番について   

当該電動車いすの型番を記載してください。  

（4）販売店への販売単価について   

当該電動車いすの基準額や希望小売価格ではなく、販売店への販売価格（出荷時の実  
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際の単価）を記載してください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載を  

2行以上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  

（5）対象期間における出荷数量について   

当該電動車いすの対象期間における出荷台数を記載してください。  

（6）基本構造以外の構造   

当該電動車いすに基本構造以外の構造、例えば背もたれ張り調整、足台スイングアウ   

ト、肘掛け脱着等を備えている場合に記載してください。   

※ 実際にどのような構造があるか、補装具検討会にて検討。  

（7）製造原価について   

当該電動車いすの製造原価を記載してください。  

（8）輸入原価について   

当該電動車いすの輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分けて）を記載してくだ   

さい。  

（9）外国平均価格について   

当該電動車いすの米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り単   

価）を調査の上、各国の通貨で記載してください。  

（10）実売単価について   

当該電動車いすの販売店での実際の小売り単価を記載してください。  

10   



3．補聴器調査票   

平成19年度（1＿9年4月1日～20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの補  

装具出荷取引について、下記の表にご記入下さい。（記入方法については別紙をご参照くだ  

さい。）当該製品のカタログを添付してください。  

3－1 補聴器の製造について  

（3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

型 番  販売店への販   対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価  

売単価（円）   数量（個）   構造   （単価）（円）  

＼ノ、、．′、′へ＼ 

ノ ′、ノ人＼ノ、ノへノ、、／ノ  ／㌧′∵∴＼／∵∴＼′∴／∴／ノ（ノ 、〉／、＼ノ  、ノ′ 、ノ、／ 
，／＼′．′＼J ．√＼′、  ′、、／へ、．′ ヽ／㌧∴∵＼／㌧1ノ＼∴㌧＼ノ＼＼ノ＼／√ノ、、  ／、．ハノ、…八′Vノ、へ 

3－2 補聴器の輸入について  

（2）  （3）  （4）   （5）   （6）   （8）  （9）   

種  名   型  販売  対象  基本   輸入原価  外国における   

別  称  番  店へ  期間に  構造  実売価格   

番  の販  

等契約種別  （米  

【：コ 丁ぎ  売単   ド   

価  数量  造  （円）  ト  h）cIF  ル）  ド）  ）   ロ）  

（円）   （個）  
i）その他  

（円）    a～Cのいずれ  

か1つをご記入  

下さい。  

、＼／∴／＼／＼ノ    ㌧／＼ノ′  
／＼／／へ、′、ノへ〉／、  ／＼／＼／1′＼／㌧′㌧  へ、／、〈、ノ ′＼ノへ〉＼  ′へ／、ノ＼㌧／ノー＼vへ／  ／√＼／′、√＼∵＼／∴∴＼ノ㌧  ∴㌧∴   ＼ノ ′八＼／ ′／  「∴∴∴＼′1ノ、∫、  ′＼／㍉ノノ＼ f∴／′㌧／＼  ／、ノ＼＼ノ′＼．′、＼ノ＼／＼∵㌧ノ．√＼■∧、ノ′ ＼ノ＼ノ〔＼、㌧  ′ ′、ソトノ′㌧ヽノ㌧ノ㌧∵＼ノ∵／㌧／㌧／   ＼／＼′′＼／√＼＼／へ〉／＼〉′  ＼ノ′／V＼ノ′ J＼）／  
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3－3 利用者向け販売について  

※対象期間に、利用者向けに補聴器を販売された場合は、こちらにご記入下さい。利用者  

ではなく、ディーラー等別事業者に販売したものについては、記入不要です。（利用者向け  

に販売された場合は、3－1，3－2に当該補装具製造・輸入についてご記入の場合も、  

こちらにご記入下さい）。  

（2）   （3）   （10）   

種別番号   名 称   型 番   実売価格  

＼ノヘ／＼／、、／＼／＼／㌧／＼、／ノへ・／ウノ∴′）へノ  ／＼／・）／＼＼／＼ノ′、W／V・  ′、／＼／V＼／＼ノ‘／へ、／V，／＼′＼／′＼／へノ＼／＼  M＼′へノ、ノヽノ ノ∧＼ノ＼ノへノ′＼ノ′＼／、／ヽノハ  ＼／＼／＼ノ＼ン∴∴＼／－〉（＼／＼ノへ、／へ）／＼／＼ノ  〉ノ〔＼／＼／、／W＼ノへ、／＼／＼  ノへ）ノ＼、ノ【、ノV、／ヽ／＼／ ノへ）へ）／㌧／＼／ノW  、ノへレへノ∵／V、ノへ〉′、＼】／へ〉／＼ノ＼′㌦ハ〉㌧ノヘ）ノ   

※ エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信ください。  
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（別紙）  

3．補聴器調査票記入上の留意事項  

（1）種別番号について   

以下の表中に掲げた種別番号を用いてください。  

が140デシベル未満のもものであること。  

90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デ  

が140デシベル以上のもの。その他は高度難聴  

用ポケット型及び高度難聴用耳掛け型に準ず   

型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限  

オースレベルの表示値が110デシベル以上のも  

（2）名称について   

当該補聴器に呼称をつけている場合に記載してください。  

（3）型番について   

当該補聴器の型番を記載してください。  

（4）販売店への販売単価について   

当該補聴器の基準額や希望小売価格ではなく、販売店への販売価格（出荷時の実際の   

単価）を記載してください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載を2行   

以上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  

（5）対象期間における出荷数量について   

当該補聴器の対象期間における出荷個数を記載してください。  
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（6）基本構造以外の構造   

当該補聴器に基本構造以外の構造（デジタル方式による雑音軽減機能等）を備えてい   

る場合に記載してください。   

※ 実際にどのような構造があるか、補装具検討会にて検討。  

（7）製造原価について   

当該補聴器の製造原価を記載してください。  

（8）輸入原価について   

当該補聴器の輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分けて）を記載してください。  

（9）外国平均価格について   

当該補聴器の米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り単価）   

を調査の上、各国の通貨で記載してください。  

（10）実売単価について   

当該補聴器の販売店での実際の小売り単価を記載してください。  
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4．盲人安全つえ調査票   

平成19年度（］＿9年4月1日～20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの補  

装具出荷取引について、下記の表にご記入下さい。（記入方法については別紙をご参照くだ  

さい。）当該製品のカタログを添付してください。  

4－1 盲人安全つえの製造について  

（3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

型 番  販売店への販  対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価  

売単価（円）   数量（個）   構造   （単価）（円）  

＼ノ′ ＼、ノV ノ、．へ〉／へ、／√ノ＼ノ＼／＼ノ＼ノへノ（＼／＼ 
＼、ノヘ／√、ノV＼）′ 〉／＼／へ  ／＼ノ〔 ヘノ＼／㌧バ  √  ＼／＼ノ ノ、＼／′㌧／、＼り′、、〉＼＼／‘＼／㌧ノ＼、′へノ／、ノへノ、  ）／＼／ヽ／－ノへ＼／＼ノ㌧／＼／∴／＼′㌧√㌧√／、＼∴ ノへ、／r、ノ∧＼  ＼／、、．′＼．ノ＼／′＼、／＼〔＼ノV、ノ＼〉／＼／√．／   

4－2 盲人安全つえの輸入について  

（2）  （3）  （4）   （5）   （6）   （8）  （9）   

種  名   型  販売  対象  基本   輸入原価  外国における   

別  実売価格  

番  の販  

等契約種別  （米  

国 ‾巧‾   売単   ド   

価  数量  造  （円）  ト  k）CIF  ル）  ド）  巴   口）  

（円）   （個）  
1）その他  

（円）    a～Cのいずれ  

か1つをご記入  

下さい。  

＼′ハ＼ノ′ 

＼＼ノ‘㌦√㌧／、／＼ノ＼ノ  、ノヘ／、′／＼、ノV、  、へノ∴ノへ＼′′、／√、／／、  ㌧／＼／、〉1、ノノ＼、′＼ノ′、  ／へノ ノ、＼ 
′＼＼／   ＼〉′、、ノ ．ハ〉／ ′、、／、、   ＼＼／ノ＼／、〉／  ／ノ＼ノ／＼）ノ／′＼ノ ノ√ノ＼、／＼／＼ノヘ、へノへ㌧ノ㌧∵＼／＼  ′＼／ヽ／＼′㌧∴＼／＼  ／＼∴＼／、／＼∵＼ノハ  ／㌧ノ、＼．＼′＼／ハ＼ノ  ＼√＼ノ＼ノヽノへノヘ）   
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4－3 利用者向け販売について  

※対象期間に、利用者向けに盲人安全つえを販売された場合は、こちらにご記入下さい。  

利用者ではなく、ディーラー等別事業者に販売したものについては、記入不要です。（利用  

者向けに販売された場合は、4－1，4－2に当該補装具製造・輸入についてご記入の場  

合も、こちらにご記入下さい）。  

（2）   （3）   （10）   

種別番号   名 称   型番   実売価格  

／へ）′、、／＼／へ）／・／へノ㌧ノへ／＼／∴／ヽ／＼〉／  ＼／′＼／＼ノ〈／＼／＼）／＼√＼／＼／ヽ）／＼  ＼／＼（し′㌧′＼／、ハノヘ）ノ、／＼∵＼／㌧／＼∵／＼ノ  ′＼／、、／■＼′＼ノ′ ノヽ）／∴／＼＼〉′ ノへ′＼ノへ／＼ノ′  ＼J′、、／＼／‾＼ノ〈㌧／＼ノ㌧ノヘ′＼／、／W  、／＼／＼／へ〉／＼、′＼／＼）／＼、／＼、ンへノ＼ノ＼ハノ〈  、／ヽノ＼ノ∴／＼J′，ノ′＼′へノへノ√＼V＼／＼ノ／〉′へ＼ノ＼、／  ）予＼／＼／ノVノへ＼／＼／㌧／＼／＼／㌧ノへ、／＼ノ＼ノ   

※ エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信ください。  
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（別紙）   

4．盲人安全つえ調査票記入上の留意事項  

（1）種別番号について   

以下の表中に掲げた種別番号を用いてください。  

石突一耐摩耗性合成樹脂または高カアルミニ  

（2二）名称について   

当該盲人安全つえに呼称をつけている場合に記載してください。  

（3）型番について   

当該盲人安全つえの型番を記載してください。  

（4）販売店への販売単価について   

当該盲人安全つえの基準額や希望小売価格ではなく、販売店への販売価格（出荷時の   

実際の単価二Iを記載してください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載   

を2行以上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  

（5）対象期間における出荷数量について   

当該盲人安全つえの対象期間における出荷本数を記載してください。  

（6）基本構造以外の構造   

当該盲人安全つえに基本構造以外の構造を備えている場合に記載してください。  
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※ 実際にどのような構造があるか、補装具検討会にて検討。  

（7）製造原価について   

当該盲人安全つえの製造原価を記載してください。  

（8）輸入原価について   

当該盲人安全つえの輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分lナて）を記載してく   

ださい。  

（9）外国平均価格について   

当該盲人安全つえの米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り   

単価）を調査の上、各国の通貨で記載してください。  

（10）実売単価について   

当該盲人安全つえの販売店での実際の小売り単価を記載してください。  
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5．義眼調査票   

平成19年度（19年4月1日～20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの補  

装具出荷取引について、下記の表にご記入下さい。（記入方法については別紙をご参照くだ  

さい。）当該製品のカタログを添付してください。  

5－1 義眼の製造について  

（3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

型 番  販売店への販  対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価  

売単価（円）   数量（個）   構造   （単価）（円）  

／＼／＼∴ ノ＼ノ ／／へ、、′〔∴ 、／ ㌧／＼ ′／＼／＼ノ㌧  ／ノ＼ノ＼ノ＼．／ ′＼㌧／㌧／＼ノへ／、′′＼／〉′∴／＼／  

）
 
別
 
号
 
 

〓
 
種
 
番
 
 

釘
称
 
 

（
 
名
 
 

＼／ ′〔 ハ、ノへノ＼＼／へ／（し＼／、＼ノ ∨′＼〉／／′＼ノ √㌧′／＼／＼ノ、ノへノへ） ／＼／ へ／へ、  

5－2 義眼の輸入について  

（2）  （3二）  （4）   （5）   （6）   （8）  （9）   

種  名   型  販売  対象  基本   輸入原価  外国における   

別  実売価格  

番  の販  

等契約種別  （米  

国 ‾弓‾   売単   ド   

価  数量  造  （円）  ト ル）  ド）  ）   ロ）  

（円）   （個）  
他  

（円）a～Cのいずれ  
か1つをご記入  

下さい。  

＼ノ〈㌧∵＼／＼ノ〔、＼  ）／／＼／へ、ノ（、へ、／＼  ＼√㌧′㌧／＼ノ㌧ノ㌧∵  ㌧／′ノ、 ノ ′′  、ノ、〉／、 ＼．へノ√  ＼㌧ノ ／、＼、ノ／、㌧／、／  、、′＼′＼．＼／、（  、′  ㌧  ′  ＼／）ノ＼＼、ノ、ノ＼ノ、．／．、＼〉／、ノ′‥ ＼    、／V ノへ・＼ノ′  ／〔、〉／＼ノ＼ノ．へ′′  ＼／ ′′＼ノJ′＼／＼ノ  ㌧／＼／㌧ノ＼ノへ一㌧ノ  ‘、こ／＼ノ√〉Vノ〔J  、＼ノ／＼、＼ノ√＼ ノ＼ノ′  ㌧／＼ノ 、ノ＼ノ  ＼／′㌧′′ ∨  ＼／∧、／／′＼〉′）′ ′  ＼／＼ノ∴／∴ノ∴ ∴／＼  ＼／  ノ㌧／∴  〈、ノ＼．     、／＼／√ノ＼ノ㌧∴∵予∨，へノ＼／／、  ／、＼′′＼  ノへ／、、／′V、ノ ∴＼こ′  ＼′＼．／＼）／′＼、ノ、＼′  ㌧∴＼ノ㌧ノ＼ノ＼／ 1   
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5－3 利用者向け販売について  

※対象期間に、利用者向けに義眼を販売された場合は、こちらにご記入下さい。利用者で  

はなく、ディーラー等別事業者に販売したものについては、記入不要です。（利用者向けに  

販売された場合は、5－1，5－2に当該補装具製造・輸入についてご記入の場合も、こ  

ちらにご記入下さい）。  

（2）   （3）   （10）   

種別番号   名 称   型 番   実売価格  

、／＼、′＼／へ）（〉（ノ＼V  ・／＼／、ノへ、／ヽ／ ノ＼ノV＼／V  ／＼／＼／＼一／㌧／へ〉へ／へ／㌧ハノへ＼／V／V  ）′＼／＼ノ（／ヽし′＼／／VW、／＼／ヽ）′－／Vノ（  ＼′＼／＼、／＼＿／W  ＼／ヽ〉／＼〉へ／＼－／＼ノ＼′ヽ′㌧／＼／㌧／＼ノ＼ノ  ’、／＼／＼ンへノへ〉ハ／‾＼一／、＼／＼／＼ノ＼′）へノ∴′）へ／  ノ＼ノ＼／＼／＼ノ ノ＼／㌧′ノヽノ㌧ノ㌧／＼／、／＼ノ   

※ エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信ください。  
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（別紙）  

5、義眼調査票記入上の留意事項  

（1）種別番号について   

以下の表中に掲げた種別番号を用いてください。  

（2）名称につし1、て   

当該義眼に呼称をつけている場合に記載してください。  

（3）型番について   

当該義眼の型番を記載してください。  

（4）販売店への販売単価について   

当該義眼の基準額や希望小売価格ではなく、販売店への販売価格（出荷時の実際の単   

価）を記載してください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載を2行以   

上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  

（5二）対象期間における出荷数量について   

当該義眼の対象期間における出荷個数を記載してください。  

（6）基本構造以外の構造   

当該義眼に基本構造以外の構造を備えている場合に記載してください。   

※ 実際にどのような構造があるか、補装具検討会にて検討。  

（7）製造原価について   

当該義眼の製造原価を記載してください。  

（8）輸入原価について   

当該義眼の輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分けて）を記載してください。  

（9）外国平均価格について   

当該義眼の米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り単価）を   

調査の上、各国の通貨で記載してください。  
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（10）実売単価について   

当該義眼の販売店での実際の小売り単価を記載してください。  
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6．眼鏡調査票   

平成19年度（］＿9年4月1日～20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの補  

装具出荷取引について、下記の表にご記入下さい。（記入方法については別紙をご参照くだ  

さい。）当該製品のカタログを添付してください。  

6－1 補装具用具眼鏡の製造について  

（3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

型 番  販売店への販  対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価  

売単価（円）   数量（個）   構造   （単価）（円）  

ノ㌧ノ＼ノ＼／ ＼、／へ′ ノへ  ノ′ ∵＼ノ∴ノ′㌧／＼ノ∧ 、ノ、、／   ▲ノ∴∴㌧ノ、／＼  、＼／′、ノ）∧）′ 、ノ＼ノ、へ＼ J、＼′／Vl ＼ノ ／′＼′′  V  ／√J 、＼／へし／ ＼／、）∴′′＼㌧′′＼、ノ＼  ）／′、＼ノ＼／ ＼〉′、／＼／へ／、ノV＼）／   

6－2 補装具用具眼鏡の輸入について  

（2）  （3二）  （4）   （5）   （6）   （8）  （9）   

種  名   型  販売  対象  基本   輸入原価  外国における   

別  実売価格  

番  の販  

等契約種別  （米  

国 ち   売単   ド   

価  数量  造  （円）  ト  q）CIF  ル）  ド）  ）   ロ）  

r）その他  
（円）   （個）  （円）    a～Cのいずれ  

か1つをご記入  

下さい。  

ノ＼＼／＼／＼／＼∴  ＼／㌧′′＼．＼′′  ＼／′、、ノ√  ′＼）／＼ノ ′＼J ／、  ′＼／へ、ノ＼ノ′＼）／、＼）  ／′（ 

′ ′＼′ ノ＼＼．＼    、′へ／へへ′、、／㌧′＼  ノ＼〉′、、／′＼、／／（、ハノ  ′＼ノ∴  
′、＼′、／、′′、ノ1㌧／、へノ、ノ＼／＼、    ／＼／ ／＼∴ヽノ∴∵  －、〉／（＼．＼／（、／「＼′へ  〉／＼ノV、ノ、∴、／   
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6－3 利用者向け販売について  

※対象期間に、利用者向けに補装具用具眼鏡を販売された場合は、こちらにご記入下さい。  

利用者ではなく、ディーラー等別事業者に販売したものについては、記入不要です。（利用  

者向けに販売された場合は、6－1，6－2に当該補装具製造・輸入についてご記入の場  

合も、こちらにご記入下さい）。  

（2）   （3）   （10）   

種別番号   名 称   型 番   実売価格  

＼／＼㌧／＼／＼／（＼′V、／＼／／へ／ヽ／㌧′＼／へ〉／  、ノへ＼／＼ノ＼．′＼／、〈ノ＼〉／ ／＼／／へ／  ／H ／＼ハノヽ／＼√ ノ、、／＼／＼／＼〈、／∧、′＼ノ＼／＼ノ＼／  ノへ／へ）′、、／＼ノ＼／へ／＼／ ／＼／、′∵／＼∴  ＼／＼／＼／㌧／ノへノ㌧／＼／＼′〕ハ∵へノ  ノヽ｝／ノ＼ノ＼ノハノ＼／＼／＼／へし／し／＼ノ、J  、／へノ＼′／＼ノ∵／＼／＼／＼／＼ノ＼ノ㌧／＼／、W  ）へノ＼′ノ′＼－／、ノ＼′／＼）／ノ＼）／＼ノ′、ノ＼〉／）′へJ   

※ エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信ください。  
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（別紙）  

6．眼鏡調査票記入上の留意事項  

（1）種別番号について   

以下の表中に掲げた種別番号を用いてください。  

レンズープラスチック又はガ  

10D以上  
24，000  

（価格はレンズ2枚1組、枠  

20D以上   24，000   

前掛式   21，500  

6D未満   30，000  

主材料は上と同じ。  
6D以上  

607  眼鏡   遮光眼鏡  （価格はレンズ2枚1組、枠  30，000  

を含む）  
10D未満  

10D以上  
608  遮光眼鎮  30，000  

20D未満  

609  眼鏡   遮光眼鏡  20D以上   30，000   

主材料－プラスチック  
610  眼鎮   コンタクトレンズ  15，400   

（価格はレンズ1枚のものであること）  

611  眼鏡   弱視眼鏡   掛けめがね式  36，700   

612  眼鏡   弱視眼鏡   焦点調整式  17，900   

（2二）名称について   

当該眼鏡に呼称をつけている場合に記載してください。  

（3）型番について   

当該眼鏡の型番を記載してください。  

（4）販売店への販売単価について   

当該眼鏡の基準額や希望小売価格ではなく、販売店への販売価格（出荷時の実際の単   

価）を記載lしてください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載を2行以   

上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  
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（5）対象期間における出荷数量について   

当該眼鏡の対象期間における出荷個数を記載してください。  

（6）基本構造以外の構造   

当該眼鏡に基本構造以外の構造を備えている場合に記載してください。   

※ 実際にどのような構造があるか、補装具検討会にて検討。  

（7）製造原価について   

当該眼鎮の製造原価を記載してください。  

（8）輸入原価について   

当該眼鏡の輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分けて）を記載してください。  

（9）外国平均価格について   

当該眼鏡の米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り単価）を   

調査の上、各国の通貨で記載してください。  

（10）実売単価について   

当該眼鏡の販売店での実際の小売り単価を記載してください。  

26   



7．座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具調査票   

平成19年度（］し9年4月1日～20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの補  

装具出荷取引について、下記の表にご記入下さい。（記入方法については別紙をご参照くだ  

さい。）当該製品のカタログを添付してください。  

7－1 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具の製造について  

（3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

型 番  販売店への販   対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価  

売単価（円）   数量（個）   構造   （単価）（円）  

＼／、√＼ノ（＼／√、ゝ′＼．／＼／ ノ  ＼／′ノ＼／ハ＼／ノ∴＼J、㌧／、、／＼、ノ（ノ／、＼ノV㌧、＼／、、／′＼．  J′、／＼〉、、／ へJ′  、＼、 ＼′ ノ＼、ノ ／＼、  ＼ノへ ′（＼ノー）／ノV へ、ノV＼へノハ＼／   

7－2 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具の輸入について  

（2）  （3）  （4）   （5）   （6）   （8）  （9）   

種  名   型  販売  対象  基本   輸入原価  外国における   

別  実売価格  

番  の販  
等契約種別  （米  

⊂コ ち   売単   ド   

価  数量  造  （円）  ト  t）cIF  ル）  ド）  口）  

u）その他  
（円）   （個）  （円）    a～Cのいずれ  

か1つをご記入  

下さい。  

＼ノ′∵′へ㌧′′ノ＼／＼  ）／、／へ、／＼、ノ√、、′（ ）′．で㌧∵＼／㌧  ＼、ノ＼ノ′ ＼／＼／〕′＼、′、  ）′＼）′ ノ〈、ノ＼／∵へ／＼／ ヽ）／〉〈、＼㌧ V V  

へ  ′′、ノ ∴＼、′′、／∧ ノ＼ノ  ′  ＼㌧／、．′㌧ ＼ノ√、ノ ＼／、、ノ、ノへ＼／ノ〔＼／＼㌧  √ ノ、、．／、ノ′．∴、ノ  （＼／＼＼ノ／／＼∵㌧′、  J／、ノ（／＼〉／√ ■′＼㌧′  ＼／、）＼ノ＼）／＼ノ＼／   
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7－3 利用者向け販売について  

※対象期間に、利用者向けに座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具を販売  

された場合は、こちらにご記入下さい。利用者ではなく、ディーラー等別事業者に販売し  

たものについては、記入不要です。（利用者向けに販売された場合は、7－1，7－2に当  

該補装具製造・輸入についてご記入の場合も、こちらにご記入下さい）。  

（2）   （3）   （10）   

種別番号   名 称   型 番   実売価格  

∴ノへ＼ノへ）′／′＼／＼ノ（／、ヽ／′、ノへ／㌧′∴／＼／＼／  、／＼、／へ、ノ＼／＼／＼へ／V／V、  ＼／＼′㌧（／ヽノ、／＼＼／＼′へ、／＼′＼ノム／＼〉／＼／′㌧）  Vノ▲＼／′＼〉／、、／＼ノ＼／＼／＼／／〔＼／＼）′／＼／、／、  ）＼／、ノ√＼／＼ノ㌧ンヽJへ）へ、／＼）／＼ノへ〉〈）へ  ／＼／㌧へ〉／＼、／／W、／＼／＼／  ＼ィ／＼ノへ＼／、ノ＼／㌧ハ〉へノ㌧／＼′）（ゾへノ∴ ＼／＼＼／  ㌧・W ノ＼）／㌧／＼ノへ、ノ＼／＼ン＼ノへノへ＼／、ノへ＼ノ   

※ エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信ください。  
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（別紙）   

7．座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具調査票記入上の留意事項  

（1）種別番号について   

以下の表中に掲げた種別番号を用いてください。  

机上用の盤を取り付ける場合は5，600円増し。  

便が容易となるよう機能障害の状況に適合さ  

（2）名称について   

当該製品に呼称をつけている場合に記載してください0  

（3二）型番について   

当該製品の型番を記載してください。  

（4）販売店への販売単価について   

当該製品の基準額や希望小売価格ではなく、販売店への販売価格（出荷時の実際の単   
価）を記載してください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載を2行以   
上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  

（5）対象期間における出荷数量について   

当該製品の対象期間における出荷台数を記載してください0  
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（6）基本構造以外の構造   

当該製品に基本構造以外の構造を備えている場合に記載してください。   

※ 実際にどのような構造があるか、補装具検討会にて検討。  

（7）製造原価について   

当該製品の製造原価を記載してください。  

（8）輸入原価について   

当該製品の輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分けて）を記載してください。  

（9）外国平均価格について   

当該製品の米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り単価）を   

調査の上、各国の通貨で記載してください。  

（10）実売単価について   

当該製品の販売店での実際の小売り単価を記載してください。  
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8．歩行器調査票   

平成19年度（】．9年4月1日～20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの補  

装具出荷取引について、下記の表にご記入下さい。（記入方法については別紙をご参照くだ  

さい。）当該製品のカタログを添付してください。  

8－1 歩行器の製造について  

（3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

型 番  販売店への販  対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価  

売単価（円）   数量（個）   構造   （単価）（円）  

ノ／〉八＼ノへ〉′‥＼／（ ／へ㌧／  ㌧／㌧′㌧ゾ、＼／√ ′㌧√∴∴∵∵＼ノ＼∴＼／  ′ √＼／㌧／＼ ＼ ）／＼ノ ＼㌧′∵∴／ヽノ 
＼ノ∵  ／＼ノ＼ノ∵ノへ ／ノ㌧ ∴＼ノ  ／′ ′、＼／＼√ ′＼、／∴ノ＼／＼ノ′ ＼ノ   

8－2 歩行器の輸入について  

（2）  （3）  （4）   （5）   （6）   （8）  （9）   

種  名   型  販売  対象  基本  輸入原価  外国における   

別  実売価格  

番  仕入輸入 
． （米   

⊂：コ   売単   ド  ン  一口  

価  数量  造  （円）  ト  w）CIF  ル）  ド）  口）  

Ⅹ）その他  
（円）   （個）  （円）    a～Cのいずれ  

か1つをご記入  

下さい。  

V＼ ㌧ノ＼／、．  †ヤ＼∴∵、√∴＝1  ノ、、ノ′＼／、へ、＼／′、 【、、へい′へ／、  iノ1∴∴∴′＼ノ′＼′  ＼ノ、／〔、、．＼）／ノ′＼′、′′ ／、ノ㌧／＼ノ、∴∵∴㌧＼ l  l／＼、へ／1∴／ノんト†景∴／、ご二1∫でこノYくジY＼ご∴÷Yごジジ′ 1ノ、、ノノ＼′∵∵〉＼ノ、∴＼／    「、ノ＼ノ、ノて11 ／＼／へ∴′、′√、∴（ン＼、∴Jt：、、イく∴1ゴミ√∵二こぅ1÷二ぺメでJ二ゝ＼で   
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8－3 利用者向け販売について  

※対象期間に、利用者向けに歩行器を販売された場合は、こちらにご記入下さい。利用者  

ではなく、ディーラー等別事業者に販売したものについては、記入不要です。（利用者向け  

に販売された場合は、8－1，8－2に当該補装具製造・輸入についてご記入の場合も、  

こちらにご記入下さい）。  

（2）   （3）   （10）   

種別番号   名 称   型 番   実売価格  

…大悦  一穴余欠伸、ノ   …＼《グ穴ご：》   ノ肌ニJ㍑鶴、ノ（）  

※ エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信ください。  
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（別紙）  

8．歩行器調査票記入上の留意事項  

（1）種別番号について   

以下の表中に掲げた種別番号を用いてください。  

（2）名称について   

当該製品に呼称をつけている場合に記載してください。  

（3二）型番について   

当該製品の型番を記載してください。  

（4）販売店への販売単価について   

当該製品の基準額や希望小売価格ではなく、販売店への販売価格（出荷時の実際の単   

価）を記載してください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載を2行以   

上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  

（5）対象期間における出荷数量について   

当該製品の対象期間における出荷台数を記載してください。  

（6）基本構造以外の構造  ′   

当該製品に基本構造以外の構造を備えている場合亡記載してください。   

※ 実際にどのような構造があるか、補装具検討会にて検討。  

（7）製造原価について   

当該製品の製造原価を記載してください。  
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（8）輸入原価について   

当該製品の輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分けて）を記載してください。  

（9）外国平均価格について   

当該製品の米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り単価）を   

調査の上、各国の通貨で記載してください。  

（10）実売単価について   

当該製品の販売店での実際の小売り単価を記載してください。  
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9．歩行補助つえ調査票   

平成19年度（二L9年4月1日～20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの補  

装具出荷取引について、下記の表にご記入下さい。（記入方法については別紙をご参照くだ  

さい。）当該製品のカタログを添付してください。  

9－1 歩行補助つえの製造について  

（3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

型 番  販売店への販  対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価  

売単価（円）   数量（個）   構造   （単価）（円）  

／、へノ㌧ノ㌧ノヽノ∴∴、ノ  ＼／．＼／㌧／∵ノ㌧Jへノ、、ノ＜）′、′＼ノ、、．′、、、ノ／、、   r＼、ノ（、〉′′、′Vノヽ、／＼、／∴′＼／＼／1ノ√＼／′、／「 ／、、／へノ∴  ′＼、ノ＼ 
）′＼、ノ＼ノ＼）／、′ハノ  ノ∵ノヽノ＼ノ∴ノ＼ノ＼／＼ ヽ）′、′へ〉／、）√／＼＼J   

ノ＼′′、＼ノヘ＼／＼＿   ＼ノへノ＼ノ〔＼ノ ノへノ＼J′、、／＼ 

1
 
別
 
号
 
 

〓
 
種
 
番
 
 

釘
称
 
 

（
 
名
 
 

＼／ ヽノ㌧／′、、〉′へ㌧′へ㌧／＼＼ノ′、′′＼／＼ノ ／＼／ ／へ、／、）／、′r、＼′′ ノ＼／（㌧ ／＼／＼／／／＼ノ ノ  

9－2 歩行補助つえの輸入について  

）  （4）   （5）   （6）   （8）  （9）  

型   輸入原価  外国における  

番  実売価格  

の販  
等契約種別   （米  （ポ  田  田  

売単   ド  ン  一口  

価  数量  造  （円）  ト  z）CIF  ル）  ド）  ）   口）  

aa）その他  
（円）   （個）  （円）    a～Cのいずれ  

か1つをご記入  

下さい。  

∵二枇∴＼揮タ÷1ゴ …肌ナん㌢？∫1′′、∵㌧／上‥こ∵ニモノイ W   

（2）  （3   

種  名  

別  

番  

⊂コ ち   

V ′へノ＼  ′′＼／へ＼ノ′、）V＼／    、／＼／√〉へ〉′＼、／＼  ／ぺ／＼／（ノ＼／ノ  ＼ノへ）′㌧∴＼ノへ 
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9－3 利用者向け販売について  

※対象期間に、利用者向けに歩行補助つえを販売された場合は、こちらにご記入下さい。  

利用者ではなく、ディーラー等別事業者に販売したものについては、記入不要です。（利用  

者向けに販売された場合は、9－1，9－2に当該補装具製造・ 輸入についてご記入の場  

合も、こちらにご記入下さい）。  

（2）   （3）   （10）   

種別番号   名 称   型 番   実売価格  

．／＼／＼、ノ／＼／＼′＼／へ〈′′、／へ〉／ヽ／＼／＼ノ、＼）／＼  ／ヽノ∵／＼／＼）／ノ（＼／＼／＼／ヽ）／、ノ＼  、J〈ノ＼．・V／V、／ヽ／へ＿へノへ＼．へ、／‾、／＼／、  ノ＼′し↑／W／ヽ－／【，、／W＼ノ＼／＼′／′＼ノ＼／   
｝／へ、／＼／＼／＼′′′＼〉′㌧ノ＼／㌧／＼ノ㌧ノ（，  、／＼／＼〉へ／／、〉′、／ヘノ＼／／＼／、〈／＼′  、／＼ノ＼ノ／・′＼ノ ／＼′V、へ′＼ノ㌧ノ＼一／㌧／＼／へ）′  ノへノヽン＼）／＼し／〉WノW、ノ＼／㌧／ヘノ   

○製造事業者用  

（2）   （3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

種別  名 称  型 番  販売店への販  対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価   

番号  売単価（円）   数量（個）   構造  

′〉へ／、／、／V＼ノ  八＼ノ＼＼／＼ノヽノ＼／＜〉／＼′（＼ノ（＼  ／V＼、′へ＼／＼／＼／＼ノ＼ノ＼ノ  ＼／㌧／＼／㌧′＼∵＼′㌧∵㌧′、′〉＼／＼ノ∵ノ＼／㌧ハ  ㌧／＼／＼／へ．〈／＼／㌧／＼′㌧／＼／へ、ノWJlノヽ／㌧ノ＼ノ＼／∴／＼ノー＼  〉ハ、／＼、ノ／＼ノ＼ノ＼／〈，ノ＼／㌧√りへノ、ノ＼ノ＼ノ＼／＼／  ）＼ノ＼／＼／＼／＼′＼／＼′㌧′㌧′、・ノ  ／ヽJへ）㌧ノへ＼／＼㌧／へ  ＼／′へ）ノ＼ノ＼／へ＼ノ／＼／／＼し／、＼ノ（＼  ＼／＼ノへし㌧′＼′  、ノ、＼／㌧ノノ′＼／㌧∴＼ノ＼㌧／）へノへ）㌧ノー＼／＼）′＼ノ（  〉へノへ／㌧ハ／＼／㌧ノへノ＼′㌧／′＼／＼ノ√＼／＼）′へ、ノー＼／ヽノ㌧／＼／＼／、／＼／㌧／  ＼／＼ノ＼）／＼′ヽ√〉（ヽノ∧、｝／＼、ノ＼ノ、ノヘノヽノ＼／＼W  ヘノへ〉＼／㌧／＼／㌧ノヘ／＼／（＼／′＼〉√＼′′、ヽノ′＼、／J   

○輸入事業者用  

（2）   （3）   （4）   （5）   （6）   （8）  （9）   

種別  名 称  型 番  販売店  対象期間に  基本構造以   輸入原価  外国における   

番号  への販  外の構造  実売価格  

売単価  数量（個）  （各国通貨）  

（円）   仕入れ  

値   スト   

、ス：穴ク：姶：Y  ＼ノ＼ノへ／＼／㌧′∴′＼／＼／ ／へ＼ノ’＼ノ㌧ノ＼／－＼ノ′＼∴＼、／＼へ  

○販売事業者用  

（2）   （3）   （10）   

種別番号   名 称   型 番   実売価格  
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※ エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信ください。  
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（別紙）  

9．歩行補助つえ調査票記入上の留意事項  

（1）種別番号について   

以下の表中に掲げた種別番号を用いてください。  

脇当一合成軟質樹脂  

握り部分一合成軟質樹脂  

調節装置を付けるものとする。  

歩行補助  カナディアン・   －アルミニウム鋳物   
905  8，000  

つえ   クラッチ   およびステンレス鋼板  

握り部分  

－アルミニウム鋳物およびゴム  

外装一塗装なし  

価格は1本当たりのものであること   

歩行補助   カナディアン・クラッチに準ずる。   
906  ロフストランド・クラッチ  8，000  

つえ  価格は1本当たりのものであること   

つえの下部に三本以上の脚を有するも  

907   
の。価格は1本当たりのものであること   

10，000  
主体一軽金属  

外装一塗装なし   

歩行補助  カナディアン・クラッチに準ずる  
908  プラットホーム杖  18，000   

つえ  価格は1本当たりのものであること  
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（2）名称について   

当該製品に呼称をつけている場合に記載してください。  

（3）型番につし、・て   

当該製品の型番を記載してください。  

（4）販売店への販売単価について   

当該製品の基準祖や希望小売価格ではなく、販売店への販売価格（出荷時の実際の単   

価）を記載してください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載を2行以   

上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  

（5）対象期間における出荷数量について   

当該製品の対象期間における出荷本数を記載してください。  

（6）基本構造以外の構造   

当該製品に基本構造以外の構造を備えている場合に記載してください。   

※ 実際にどのような構造があるか、補装具検討会にて検討。  

（7二I製造原価について   

当該製品の製造原価を記載してください。  

（8）輸入原価について   

当該製品の輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分けて）を記載してください。  

（9）外国平均価格について   

当該製品の米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り単価）を   

調査の上、各国の通貨で記載してください。  

（10）実売単価について   

当該製品の販売店での実際の小売り単価を記載してください。  
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10．重度障害者用意思伝達装置調査票   

平成19年度（19年4月1日～20年3月31日）の期間におこなわれた、御社からの補  

装具出荷取引について、下記の表にご記入下さい。（記入方法については別紙をご参照くだ  

さい。）当該製品のカタログを添付してください。  

10－1 重度障害者用意思伝達装置の製造について  

（2）   （3）   （4）   （5）   （6）   （7）   

種別  名 称  型 番  販売店への販  対象期間における出荷  基本構造以外の   製造原価   

番号  売単価（円）   数量（個）   構造   （単価）（円）  

ノ＼／＼／、ノヽノへ ／へ〉へ／＼／＼／ヽノへ  肋  ＼′＼W／＼／＼／＼ノヘ〉′ ｛＼ノV＼．′、ノV＼′＼／ヽノ＼  ㌧′＼／＼／㌧ノヽノ㌧ノ㌧ノ＼／㌧／＼／＼／＼′＼）／ ノヽ／＼′㌧′）へノ′＼八／′、、ノヘ）（㌧／＼ノへ）＼＼ノV  

10－2 重度障害者用意思伝達装置の輸入について  

（2）  （3）  （4）   （5）   （6）   （8）  （9）   

種  名   型  販売  対象  基本   輸入原価  外国における   

別  実売価格  

番  の販  

等契約種別  （米  

亡：コ 臼   売単   ド   

価  数量  造  （円）  ト  cc）CIF  ル）  ド）  巴   ロ）  

dd）その他  
（円）   （個）  （円）    a～Cのいずれ  

か1つをご記入  

下さい。  

畑 ＼〉へ．／＼／′＼、／へ、／ JV、W  》》W  
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10－3 利用者向け販売について  

※対象期間に、利用者向けに重度障害者用意思伝達装置を販売された場合は、こちらにご  

記入下さい。利用者ではなく、ディーラー等別事業者に販売したものについては、記入不  

要です。（利用者向けに販売された場合は、10－1，10－2に当該補装具製造・輸入に  

ついてご記入の場合も、こちらにご記入下さい）。  

（2）   （3）   

名 称   型 番   実売  

ノ＼＼ノへ、／．√＼／V／ヘノ〉′＼／ ノ＼ノ、．へ＼／＼J′、／＼／、／へ、′＼ノ    ■〔＼ノノ㌧＼′／∵＼ノ′／ ノ∴へ、／し／ノヽノ／〉′㌧ノ   

※ エクセルにて－調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信ください。  
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（別紙）   

10．重度障害者用意思伝達装置調査票記入上の留意事項  

（1）種別番号について   

以下の表中に掲げた種別番号を用いてください。  

（2）名称について   

当該製品に呼称をつけている場合に記載してください。  

（3）型番について   

当該製品の型番を記載してください。  

（4）販売店への販売単価について   

当該製品の基準額や希望小売価格ではなく、販売店への販売価格（出荷時の実際の単   

価）を記載してください。なお、時により出荷時単価が異なる場合は、記載を2行以   

上に分けて単価設定ごとにご回答ください。  

（5）対象期間における出荷数量について   

当該製品の対象期間における出荷台数を記載してください。  

（6）基本構造以外の構造   

当該製品に基本構造以外の構造を備えている場合に記載してください。   

※ 実際にどのような構造があるか、補装具検討会にて検討。  

（7）製造原価について   

当該製品の製造原価を記載してください。  

（8）輸入原価について   

当該製品の輸入原価（仕入れ値、輸入に係るコストを分けて）を記載してください。  

（9）外国平均価格について   

当該製品の米、英、仏、独の実売価格（販売店への販売価格ではなく小売り単価）を   

調査の上、各国の通貨で記載してください。  

（10）実売単価について   

当該製品の販売店での実際の小売り単価を記載してください。  
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11．過去3年間の事業所の経常収益（売上げ）調査票  

平成17年度   平成18年度   平成19年度   

1．補装具  円   円   円  

用車いす   円   円   円  

輸入一利用者向け販売   円   円   円  

輸入－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

2．補装具  円   円   円  

用電動車  円   円   円  

いす   輸入一利用者向け販売   円   円   円  

輸入－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

3．補装具  円   円   円  

用補聴器   円   円   円  

輸入一利用者向け販売   円   円   円  

輸入－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

4．盲人安  円   円   円  

全つえ   自社製造－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

輸入一利用者向け販売   円   円   円  

輸入－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

5．義眼  自社製造一利用者向け販売   円   円   円  

自社製造－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

輸入一利用者向け販売   円   円   円  
営  

業  
輸入－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

収  
6．補装具  円   円   円  

益  自社製造－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

輸入一利用者向け販売   円   円   円  

輸入－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

7．座位保持  円   円   円  

いす、起立保  円   円   円  

拝具、頭部保  円   円   円  

拝具、排便補 計h目   円   円   円  

8．歩行器  自社製造一利用者向け販売   円   円   円  

自社製造－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

輸入一利用者向け販売   円   円   円  

輸入－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

9．歩行補  円   円   円  

助つえ   自社製造－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

輸入一利用者向け販売   円   円   円  

輸入一ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

10．重度  円   円   円  

障害者用  円   円   円  

意思伝達  円   円   円  
装置   

輸入－ディーラー等事業者向け販売   円   円   円  

補装具の製作・修理事業  円   円   円  

補装具関連部品・材料の販売  円   円   円  

福祉用具の販売  円   円   円  

その他事業  円   円   円   

（業種名：  ）  

円   円   円   

営業外収益          経常収益  円   円   円   
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12．過去3年間の事業所の経常貴用調査票  

平成17年度  平成18年度  平成19年度   

木調奪調査線素補装具の供給にかかわるもの  
感触集線とめ掛り分けが吏きない場合、該当欄にイー」とご記入レ▲他業種め記入欄に     あわせて金額を   

ご記入下草じ豆 

1．補装具用車いす  自社製造品の製造原価   円   円   円  

輸入品の輸入原価   円   円   円  

販売費   円   円   円  

一般管理責   円   円   円  

2．補装具用電動車いす  自社製造品の製造原価   円   円   円  

輸入品の輸入原価   円   円   円  

販売糞   円   円   円  

一般管理費   円   円   円  

3．補装具用補聴器  自社製造品の製造原価   円   円   円  

輸入品の輸入原価   円   円   円  

販売費   円   円   円  

一般管理費   円   円   円  

4．盲人安全つえ  自社製造品の製造原価   円   円   円  

輸入品の輸入原価   円   円   円  

販売費   円   円   円  

一般管理費   円   円   円  

5．義眼  自社製造品の製造原価   円   円   円  

輸入品の輸入原価   円   円   円  

販売費   円   円   円  

一般管理費   円   円   円  

6．補装具用眼鏡  自社製造品の製造原価   円   円   円  

輸入品の輸入原価   円   円   円  

販売費   円   円   円  

一般管理費   円   円   円  

7．座位保持いす、起立保持具、  円   円   円  

頭部保持具、排便補助具  輸入品の輸入原価   円   円   円  

販売費   円   円   円  

一般管理費   円   円   円  

8．歩行器  自社製造品の製造原価   円   円   円  

輸入品の輸入原価   円   円   円  

販売費   円   円   円  

一般管理費   円   円   円  

9．歩行補助つえ  自社製造品の製造原価   円   円   円  

輸入品の輸入原価   円   円   円  

販売費   円   円   円  

一般管理費   円   円   円  

10．重度障害者用意思伝達装  円   円   円  

置  輸入品の輸入原価   円   円   円  

販売費   円   円   円  

一般管理費   円   円   円   

※ いずれも補装具としての給付対象品について記載してください。例えばスポーツ用幸いすやスポーツ用電動車いす等   

は対象外。   

（次ページにつづく）  
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（12 つづき）  

担原価  

坂元三   

周  翌弓  

業 彗   

経常費用※前べ‾ジから本べ‾ジにかけて、上記費用 円 円 円 

金   1  致チ  

※ エクセルにて調査票のフォーマットを作成し、添付しておりますので、エクセルファ   

イルに入力したものをメールにてご返信いただけると幸いです。  

回答者様について  

※ご回答いただいた内容について、質問させていただくことがあります。その際のご連絡先をご記入下  

さい。  

（         電話及びE－mailアドレス）  

回答事業者様社名  

回答担当者様氏名  

回答者様ご連絡先  

長時間にわたる回答にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。  
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参考資料4－1  

様式1  

義肢装具等完成用部品の指定中請書  

平成  年  月   日   

厚 生 労働 大 臣 殿  
（障害保健福祉部企画課長 経由）   

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第5条第19項の規定に基づく補装具の  

種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る義肢、装具及び座位保持  

装置（以下「義肢装具等」という。）の完成用部品に指定されるよう、次のとおり関係書類  

を添えて申請します。   

なお、部品概要については、情報公開して差し支えありません。  

事業所名  

代表者名  印  

担当者名  

所在地 〒  

電話番号  FAX番号  

電子メールアドレス  
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様式2  

申 請 部 品 一 覧  

申請   区分  殻・骨格   名 称   型 式   
補装具製作業   メーカー名   

部品番号   備考（部品名）   特記事項   
番号  者向販売価格  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

※枠が足りない場合は増やして下さい。  
※名称や型式は現行の指定基準に準拠してください。  
※太枠の中のみ記入してください。  

※価格根拠について、様式3に記入してください。  
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様式3  

申請部品に係る価格根拠  
3－1．申請部品  

補装具製作  
”   備考（部  

格   
名 称  型 式   業者向販売  

価格   
品名）   

殻   

区分  

申請      番号   骨格  
3－2－2いずれか  ・利益の割合（3－2－1   3－2．販売価格にしめる費用  

をご記入ください。）  

※複数の部品を申請されている場合、基本的に申請部品一律の数値ではなく、お  

わかりになる範囲で個別部品ごとの状況をご記入下さい。   

（3－2－1 申請部品が製造品の場合）  

目   
販売価格から  

みた割合   
備  考  

購入部品等の外部購入分の費用を含む。企業グ  

オ料費（a）   （  ％）  ループ内の別会社分は原材料費とその他に分  

割して計上する。   

直接人件費・直接経費を言う。工場経費と販管  

り他（b）   （  ％）  費の区分が明確であればコニ場経費を算入して  

も可。   

、計（c＝a十b）  ％   

販売費等（d）   ％  
開発費を生涯生産予測量で除する。不確定要素  

回収分）（e）   ％      が多ければ、事業全体の開発費の売上高比を用  

いても可。   

◆）   ％  
※1．、～4．の合計（＝c＋d＋e＋f）が100％となるように、ご記入ください。   

（3－2－2 申請部品が輸入品の場合）  
販売価格から   

みた割合  
項   目  

1．輸入原価  

商品原価（a）  輸入品の仕入れ値  し  －†J）   

輸入時に自社の負担した、海上（航空）運賃、  

輸送保険料、関税など  
（  lt1、）  

それぞれあてはまもの1つに○をして下さい。  

・輸送費用リスク負担に関する契約条件は  

％  ァ）FOB イ）CIFウ）その他（  

・輸入時輸送方法は  

ア）船便  イ）航空便  

輸入原価小計（c＝a十b）  

反売費等（d）  2．管理費  

3．利 益（e）  
ご記入ください。   ※1．～3．の合計（＝c＋d＋e）が100％となるように、  
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3－3．前ページ3－2において、   

a）3－2－1（製造品のケース）において、製造原価が50％以下である。   

b）3－2－2（輸入品のケース）において、輸入原価が50％以下である。   

c）（3－2－1）もしくは（3－2－2）において、利益率が10％以上である。  

のなかの1つ以上を満たす場合、製造・輸入原価以外の費用や利益を相対的に大  

きく見込んでいる理由や背景についてご記入下さい。   

また、輸入品の場合、米国、英国、仏国、独国における販売単価を各通貨七記  

載してください。  
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3－4．部品の特性・仕様について  
下記のいずれかに一つに○をして下さい。   

ア 特に制限なし  イ （  ）kg以下  

※括弧内に数値を記入して下さい。  
・：・  

3－4－1  
使用対象者  
想定体重に  
つしヽて  

次ページ以降の表3に掲載する当該部品が所属するカテゴリ  
ー（例えば、「義足用部品一殻一膝継手－ヒンジ継手・前止め  

固定式」といった「区分－－（殻・骨格－）名称一形式」の別）  
の平均価格（補装具製作業者向け販売価格ベース）と当該部品  
の価格を比較して、下記のいずれかに一つに○をして下さい。   

ア 平均価格未満である イ 平均価格以上である  

3肌4－2  
部品種別平  
均価格との  
価格の比較  

とご回答された場合のみご回答下さい。  つぎの設問は、前間を「イ」  
当該部品所属種別の部品が有する基本的な機能・特性に  3－4－3  

当該部品の  

特長  

点等がございましたら、下記の項目  付加した機能や改良   

該当事項があるものすべての項目についてご記入下さい。  

a軽量化に関して（※軽量化と合わせて強度面・耐久面の工夫  
等のある場合は、次項bにもご記入下さい）  

材料・素材に関して  

「   

形状等に関して  

その他  

b強度・耐久性に関する特長について  
材料・素材に関して  

「   

形状等に関して  

その他  

c安全性に関する特長について  

材料・素材に関して  

形状等に関して  

その他  
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表3－1 完成用部品種別平均価格表  
（補装具製作事業者向販売価格ベース・平成20年度版）  

本表に表示された平均価格は、平成20年5月21日時点、完成用部品一覧表をもとに作成し  
たものである（単位：円）。  

ただし完成用部品一覧表に示されている価格は、補装具製作・修理費用算定の便宜上、「完成  

用部品供給事業者から補装具製作事業者に販売する際の価格（＝完成用部品申請時の記載価  

格。以下「販売価格」）」に「完成用部品の使用にともない補装具事業者に生じる諸コスト等」  

を上乗せしたものとなっている。 そこで、補装具製作事業者向販売価格に換算した後、平均  

価格を求めている。（換算課程のなかで多少の誤差あり。）  

なお、平均計算をするうえで各部品の比重の元となる各部品の市場流通量のデータが利用で  

きないため、ここでは単純平均を算出している。  

（各部品のカテゴリーごとの単価の和）÷（カテゴリー内の部品種別数）  
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（表3－1本体 3枚中1枚目）  



（表3岬1 本体 3枚中2枚目）  
調   区分 形式  平均価格   
義肢  義手用部品  肩継手  A屈曲・外転式  33．939  

Bユニバーサル式  46．212  

肘継手  A単軸式（単軸固定式）  34．501  

B単軸式（軸摩擦式）  56．033  

手継手  A面塵擦式  3，345  

B軸摩悼式  7，113  

C手屈曲式  18．169  

D手部コネクタ  5．158  

義手調整  12．606  

用部品   12．183  
手先具  A装飾ハンド  27．227  

B手袋（コスメチックグラブ）  35．41l  

外装部品  コネクションプレート  2．025  
フォームカバー  7．711  

その他  断端袋  A上腕用   2，254  

B前腕用   2．394  

ハーネス部品  4．O14  

ライナーロックアダプタ  24，095  

ライナー  （ピンアタッチメント有無の言及なし）   41．193  
Aビンアタッチメントなし   28．068  

Bピンアタッチメントあリ   58．019  

義足用部品  股継手  Aカナディアン式  101．863  
Bロック式  69．752  

膝継手  A単軸膝   1遊動式   223．198  

2 ロック式   67．857  

B安全膝  169，240  

C多軸膝  1遊動式   216．065  

2 ロック式   102、376  

足継手  A固定式（SACH足用）  9．665  

B遊動式   1単軸足用   25．175  

2 多軸足用   45，300  

C多軸足部  40．799  

義足調整  9．301  

用部品   1ヰ．741  

チューブ  17．128  

クランクアダプタ  13．828  
ターンテーブル  40．341  

トルクアブソーバー  76．408  

伸展屈曲装置  8，650  

足部  ASACH足  128．538  
B単軸足部  56．869  

C多軸足部  112．673  

Dサイム悶足部  84．658  

足部調整  1．949  

用部品   458  
外装用部  コネクションプレート  9，543  

フォームカバー   A股・大腿用   13．378  

B下蓼腿用   6、52D  

ストソキネット   A股・大腿用   2．124  

B下腿用   l．239  

リアルソックス   A股・大腿用   7．543  

B下腿用   15，052  

その他  吸着／くルプ  8．041  

賢垂ベルト   A股■大腿用   10．387  

B下腿用   8．374  

KBMウェッジ  5．070  

断端袋   A大腿用   3，732  

B下腿用   3，944  
キット／くッテリー  7．465  

ライナーロックアダプタ  19．659  

ライナー   Aピンアタッチメントなし   35．962  
Bピンアタッチメントあり   58．487  

その他の部品   Aフットカバー   13．345  

Bスベクトラソックス   2．315  

Cその他   40．299   
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（表3－1 本体 3枚中3枚目）  

種別   区分   形式  平均価格   
装具   下肢装具   股継手  Aロック式   1絵止め式   4．061  

2 ストッパー付き輸止め式   3．216  
3 レバーロック式   ヰ5．455  

4 ダイヤルロック式   12．160  
25．019  

B遊動式        C交互歩行式  149．769  
膝継手  ・ 鼎   1普通型   4．890  

2 オフセット   7．925  
Bロック式   1睾i止め式   6．547  

2 ストッバー付き輪止め式   7．547  
Cスイスロック式  11．919  
D描引き式  9．950  

Eトライうテラル  29．860  

Fダイヤルロック  24．045  
G多軸膝  1；旋数式  20．521  

2 固定式  13．252  
足継手  A制御式（制限付）  6．087  

B制御式（補助付）  1一方向  12．795  

2 二方向  15．755  

C遊動式  3．838  
あぶみ  A希11御式（制限付）   1足振なし   1．861  

2 足振付   1．724  

B制御式（補助付）   1一方向   1．778  
2 足板付一方向   1．666  

3 二方向   1．204  
4 足振付二方向   2．211  

C歩行あぶみ  5．885  

その他  あぶみゴム  352  

ターン／くックル  9．326  
棲墜靴  14，225  
装具用制御慧帯  17．500  

デニスブラウン  4．129  

定板  563  

上肢装具   肩継手  24．251  
肘継手  20．282  
手継手  40．000  

35．909  

フレクサーーヒンジ        B．F．0．  58．544  
指装具用部品  12．121  

体幹装具   斜頬杖用部品  16，549  

ミルウォーキーネックリング  9．754  
前方支柱  3．768  

後方支柱  5．493  

アウトリガー  613  

A二軍式  2．359  

B一重式  2．359  
前方支柱固定金具  556  

こ種別 区分  形式   平均価格   
座位保持装置  支持部   27．288  

45．039  
体幹部      骨盤・大腿部   37．344  

16．851  

支持却ベース  体幹部   34．704  
骨盤・大腿部   7．256  

体幹部、骨盤・大腿部供用型   18．408  
体幹部、骨盤・大腿部一体型   63．657  

体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型   188．512  

上肢・体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型   241．322  
支持部調整用部局  休幹部   22．566  

骨盤・大腿部   4．003  
足部   23．803  

身体保持部品  体幹バッ   12．337  
2．655  

腰部バッ      内転防止パッド   13．099  

膝／くッド   29．099  

ベルト部品   10．847  
構造フレーム  屋内用   77．495  

屋外用   146．877  
継手部品   頭部継手   16．447  

19．314  
その他IA アームレスト用   16．ヰ44  

B 下肢用   18．979  

c ティルト用   20．493  
国定金具部品  7．418  
その他   カットアウトテーブル   17．459  

アームレスト   16．197  
支持部カバー   29．024   
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様式4  

概  要  
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様式5  

工学的試験評価概要  

＊試験実施機関の発行した正式な書類が添付されている場合を除き、本書類もしくは添付書類に担当者の署名  

もしくは捺印がないものは無効です  
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様式6－1  

フィールドテスト結果  

同時にフィールドテストを行う部品の申請番号二  

備考（部品名）  部品番号二   メーカー名：  

年  月  日 （装着日数  日間）  評価期間：  年  月  日 から  

試験条件：フィー・一ルドテストゾ）際、使用した完成才粧部品全てを記入してください。使用した酢装具名、て減  

車lは描，ヴ）メーーカー名、‡－ふ蕃、商品ネを記ノ＼しノごください㌧  

歳  性別二 □男  D女   

cmト体重‥  kg  

切  

介  

い  

使  

被験者No．：  

疾患、障害・  

活動度：□要  

日常使用して  

被験者の日常  

1日の装着時間  
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様式6－2  

＊担当者の署名もしくは捺印がないものは無効です  
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様式7  

フィールドテスト被験者リスト  

被験者リスト   

被験者番号   年齢：   歳  性別：   体重：  kg  身長：   Cm  職業：  

1  疾患・障害部位：  

評価期間：   年 月 日 から  年 月 日 （ 日間）  1日の平均装着時間：   時間   

被験者番号   年齢：  歳  性別：   体重：   kg  身長：   Cm  職業：  

2  
疾患・障害部位：  

評価期間：   年 月 日 から  年 月 日 （ 日間）  1日の平均装着時間：   時間   

■ 
l被験者番号   i年齢：  歳  け生別：   ト休重：  kg  l身長＝   Cn－  l職業：   

】  

l  被験者番号   ト年齢：  歳 け生別‥   ト休重＝   kg；身長＝   Cn－ ；職業‥  

3  
疾患・障害部位：  

評価期間：   年 月 日 から   年 月 日 （ 日間）  1日の平均装着時間：   時間   

被験者番号   年齢：  歳  性別：   体重：   kg  身長：   Cm  職業：  

4  
疾患・障害部位：  

評価期間：   年 月 日 から   年 月 日 （ 日間）  1日の平均装着時間：   時間   

被験者番号   年齢：  歳  性別：   体重：   kg  身長：   Cm  職業：  

5  疾患・障害部位：  

評価期間：  年 月 日 から  年 月 日 （ 日間）  1日の平均装着時間：   時間   

※枠が足りない場合は増やして下さい。  
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様式8  

義肢装具等完成用部品の変更・削除に関する申請書  

平成  年  月   日  

厚 生 労 働 大 臣 殿  

（障害保健福祉部企画課長 経由）   

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）弟5条第19項の規定に基づく補装具  

の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係わる義肢、装具及び座  

位保持装置の完成用部品に指定されているものについて、別紙様式9のとおり部品の変更  

又は別紙様式10のとおり削除をお願いします。  

事業所名  

代表者名  印  

担当者名  

所在地 〒  

電話番号  FAX番号  

電子メールアドレス  
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様式9  

完成用部品の部品（変更）一覧  

番  
旧名称 ・型式   旧メーカー・品番   

旧補装具製作業  
新名称・型式   新メーカー・品番   

新補装具製作業  

者向販売価格  者向販売価格   
理由   

国 ‾巧‘  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

※粋が足りない場合は増やして下さい  

※価格の変更がある場合、様式3に準じた価格根拠を別途、ご提出ください。  
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様式10  

完成用部品の部品（削除）一覧   

番  
名称 ・型式   

補装具製作業者  
メーカー・品番  

向販売価格   
理由   修理対応最終年度   

ロ ‾守一  

西暦  年度（平成  年度）   

1  

西暦  年度（平成  年度）   

2  

西暦  年度（平成  年度）   

3  

西暦  年度（平成  年度）   

4  

西暦  年度（平成  年度）   

5  

西暦  年度（平成  年度）   

6  

西暦  年度（平成  年度）   

7  

西暦  年度（平成  年度）   

8  

西暦  年度（平成  年度）   

9  

西暦  年度（平成  年度）   

10  

※枠が足りない場合は増やして下さい  

※修理対応最終年度終了までは「販売中止ただし00年度までは修理対応可」という形でリストに掲載いたします。  
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様式11  

義肢装具等完成用部品の申請部品返却希望について  

平成  年  月   日  

厚 生 労 働 大 臣 殿  

（障害保健福祉部企画課長 経由）   

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）弟5条第19項の規定に基づく補装具の  

種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係わる義肢、装具及び座位保  

持装置の指定中諸に際して提出した部品の返却を希望致します。  

事業所名  

代表者名  印  

担当者名  

所在地 〒  

電話番号  FAX番号  

電子メールアドレス  

00製作所 ページ   



様式12  

返却を希望する申請部品一覧  

申請  
区分   殻・骨格   名 称   型 式   メーカー名   部品番号   備考（部品名）   

ロ つヲ  
返却希望の有無   

1  

2  

3  

4  

5  

6  

※枠が足りない場合は増やして下さい。  
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参考資料4－2  

様式1の記入例  

義肢装具等完成用部品の指定中請書  

平成20年 ○月 ○日   

厚 生 労 働 大 臣 殿  

（障害保健福祉部企画課長 経由）   

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第5条第19項の規定に基づく補装具の  

種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る義肢、装具及び座位保持  

装置（以下「義肢装具等」という。）の完成用部品に指定されるよう、次のとおり関係書類  

を添えて申請します。  

なお、部品概要については、情報公開して差し支えありません。  

事業所名  （有）00製作所  

代表者名  00 太郎  印  

担当者名  00 花子  

所在地 〒000－111100県00市004－1  

電話番号  000－000－0000  FAX番号 11卜111卜1111  

電子メールアドレス  nihon＠0000．co．jp  

00製作所 ページ   



様式2の記入例  

申 請 部 品 一 覧  

区分  殻・骨格   名 称   型 式   申請 番号            補装具製作業 者向販売価格  メーカー名  部品番号  備考（部品名）  特記事項   
義足   骨格   膝継手   B 安全膝   ￥68，000－   MH   YKH2500   単軸荷重ブレーキ膝  

1  

義足   殻・骨格  足部  ￥38，000－   MH   YFH1500－1549   単軸足部（指付）  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

※粋が足りない場合は増やして下さい。  

※名称や型式は現行の指定基準に準拠してください。  

※太枠の中のみ記入してください。  

※価格根拠について、様式3に記入してください。  
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様式3の記入例  

様式3  

申請部品に係る価格根拠  
3－1．申請部品  

補装具製作  
殻・・   備考（部  

格   
名 称  型 式   業者向販売  

価格   
品名）   

格  膝継手  A単膝軸 1遊動式  1，200，000  ABC  YKH5000S  輸入品   

申請   

区分  
番号  骨格   

3  義足  骨格   

（3－2－1、3－2－2いずれか  3－2．販売価格にしめる費用・利益の割合  

をご記入くださ   

※複数の部品を申請されている場合、 基本的に申請部品一律の数値ではなく、お  
わかりになる範囲で個別部品ごとの状況をご記入下さい。   

（3－2－1 申請部品が製造品の場合）  

目   
販売価格から  

みた割合   
備  考  

購入部品等の外部購入分の費用を含む。企業グ  

オ料費（a）   （  ％）  ループ内の別会社分は原材料費とその他に分  

割して計上する。   

直接人什費・直接経費を言う。工場経費と販管  

り他（b）   （  ％））  費の区分が明確であれば工場経費を算入して  

も可。   

、計（c＝a＋b）  ％   

販売費等（d）   ％  
開発費を生涯生産予測量で除する。不確定要素  

回収分）（e）   ％      が多ければ、事業全体の開発費の売上高比を用  

いても可。   

－）   ％  
※1．～4．の合計（＝C＋d＋e雄）が100％となるように、ご記入ください。   

1．製造原価  

製造原価／J  

2．管理費  

（3－2－2 申請部品が輸入品の場合）  

販売価格  

1．輸入原価  

商品原価（a）   （   60（   

コスト（b）   （   5（  

輸入品の仕入れ値  

輸入時に自社の負担した、海上（航空）運賃、  

輸送保険料、関税など  

それぞれあてはまもの1つに○をして下さい。  

・輸送費用リスク負担に関する契約条件は   

⑦）FOB イ）CIFウ）その他（  

・輸入時輸送方法は  

65 ％  輸入原価小計（c＝a＋b）  

）船便  イ）航空便  

30 ％  2．管理費・販売費等（d）  
3．利 益（e）  

なるように、ご記入ください。  ※1．～3．の合計（＝c＋d十e）が100％と   
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3－3．前ページ3－2において、   

a）3－2－1（製造品のケース）において、製造原価が50％以下である。   

b）3－2－2（輸入品のケース）において、輸入原価が50％以下である。   

c）（3－2－1）もしくは（3－2－2）において、利益率が10％以上である。  

のなかの1つ以上を満たす場合、製造・輸入原価以外の費用や利益を相対的に大  
きく見込んでいる理由や背景についてご記入下さい。   

また、輸入品の場合、米国、英国、仏国、独国における販売単価を各通貨で記  
載してください。   

前掲の条件に該当する場合は、その背景を、採算上の理由、リスクへの備え等のと関連させ  

て、わかりやすく説明して下さい。   

輸入品の場合、米国、英国、仏国、独国における販売単価を輸入事業者が調査の上、各国通  

貨で記載してください。  
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3－4．部品の特性t仕様について  
3－4－1  
使用対象者  
想定体重に  
ついて  

3－4－2  
部品種別平  
均価格との  

価格の比較  

つぎの設問古  

3－4－3  
当該部品の  

特長  

「平                                      桓価格よりも割   

のよPな特長がある」   

ントを、．わかりやすく  
い。】  

l n  

して下さい。  下記のいずれかに一つに○を   

ア 特に制限なし  ⑦ （ 80 ）kg以下  
※括弧内に数値を記入して下さい。  

降の表3に掲載する当該部品が所属するカテゴリ  次ページ以   

ー（例えば、「義足用部品一殻一膝継手－ヒンジ継手・前止め  

固定式」といった「区分－・（殻・骨格－）名称一形式」の別）  

の平均価格（補装具製作業者向け販売価格ベース）と当該部品  
の価格を比較して、下記のいずれかに一つに○をして下さい。   

ア 平均価格未満である ⑦ 平均価格以上である  

れた場合のみご回答下さい。  ま、前間を「イ」とご回答さ   
雪該部品所属種別の部品が有する基本的な機能・特性に  

ミございましたら、下記の項目  付加した機能や改良点等がこ  
のすべての項目についてご記入下さい。  該当事項があるも   

a軽量化に関して（※軽量化と合わせて強度面・耐久面の工夫  
等のある場合は、次項bにもご記入下さい）  

材料・素材に関して  

等に関して  
ある分こ  

、ったポイ  

耐久性に関する特長について  

材料・素材に関して  

「、：   

形状等に関して  

その他  

c安全性に関する特長について  

材料・素材に関して  

燃性の素材を用いた  

「 挟 

形状等に関して   
み込みを起こさないように指が入るスペースを  

くした。  

その他  

（次ページにつづく）  
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様式4の記入例  

部   品  概  要  

≡     メーカー名：MH   部品番号：  備考（部品名）  

ⅧI12500  単軸荷重ブレーキ膝   

部品構造図   組立・加工例   

組立・加工後の写真  

（または図）  

大腿切断または股関節離断  組立・加工方法：上部は雌ピラミッド構造のターン  

テし一ブル及び、ソケットアダプターに接続する。下  

捺軸は単軸構造である。立脚柑制御機構はチ            部は30パイのチューブに取り付ける。組立は全て   

／ランプ方式の荷重ブレーキ機構とした。ま  

封相制御はコイルバネを使用した。  

調整方法等：歩行前に、定摩擦機構を調整してから、  

立脚相では荷重ブレーキが働き、膝継手の安   

高められる。  を高める荷重ブレーキは、調節ネジを緩めることで  

その効果を高め、逆に締めることでその効果を弱く  

歩行能力の低い（低活動レベル）大腿切断        することができる 。遊脚相での義足下腿部の振り出   

芝関節離断者の負担を軽減する。低価格で耐  しの調節は、コイルバネを締めることで振り出しを   
石くメンテナンスの容易な部品である。  速めることができ、緩めることで遅くすることがで  

きる。ターミナルインパクトが生じる場合は、膝継  

主材料高カアルミ合金（A2017P）  手前面にあるインパクト用カムのバネを締めて対応  

する。  
全長16cln幅4．5cm厚さ2．5cm  

適応体重と活動レベル：適応体重は80kg、活動レ  

650g  ベルが低い症例に適する。   

ー保証期間：日常使用で3年   使用条件：振り出しが強く、早く歩く切断者には  

不適切である。   
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様式5の記入例  

工学的試験評価概要  

＊ 試験実施機関の発行した正式な書類が添付されている場合を除き、本書類もしくは添付書類に担当者の署   

名もしくは捺印がないものは無効です  
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様式6－1の記入例  

フィールドテスト結果  

同時にフィールドテストを行う部品の申請番号  

○、○  

メーカー名：  

00000000株式会社  荷重ブレーキ膝継手  備考（部品名）   

評価期間：平成○⊂）牛00月00日 から 平月  00月00日 （装着目数  

試験条件：フィールドテストの際、使用し7ニー   
川弘一．～－〔／）メーカーヰ′，、－裾軋 注砧け－を言L人斗  

．i∵こを藩L人し■てくださモノ  Fjした紙業虹旨、′ノlこ成  

同時に複数の申請部品のフィー／レ  

ドテストを行うときに、左欄の申請  

番号以外の部品の申請番号を記入  

してください。  

週に数日しか使用してい  

ない場合など、実際に使用  

したに目数を記入してく  

ださい。  

r  

50 歳   性別： ■男  □女   
iて1i。m 体重‥ 50 kg   

．（事務管理）   

∴切断部位：   

：切断 中断端   

□  

れ  

ノている物の主なパーツ：   

商品名と型式（会社名）   

商品名と型式（会社名）   

日  

用  

日  

時間：   

4 時間  

活動度：  

杖があ  

日常使用   

膝継手   

足部  

被験者の  

通勤は乗  

多い。休  
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様式6－2の記入例  

00製作所 ページ   



様式7の記入例  

フィールドテスト被験者リスト  

評価対象部品  

被験者リスト  

被験者番号 1   年齢：50歳  性別：男性  体重： 50kg  身長：160cm  職業：会社員（事務管理）  

疾患・障害部位：左大腿切断 中断端  

評価期間：2005年12月1日 から 2006年6月30日 （212日間）  1日の平均装着時間： 15時間   

被験者番号 2   年齢： 48歳  性別：男性  体重： 50kg  身長：163cm  職業：会社員（店頭販売）  

2                  疾患・障害部位：左大腿切断 長断端  

評価期間：2005年12月1日 から 2006年5月30日 （181日間）  1日の平均装着時間： 15時間   

被験者番号 3   】年齢：46歳  い性別：男性  体重：55kg  一身長：160cm  ！職業：自営業（店頭販売一）  

3  疾患・障害部位：右股関節離断  

評価期間：2005年12月1日 から 2006年6月30日 （212日間）  1日の平均装着時間： 14時間   

被験者番号 4   年齢： 30歳  性別：女性  体重： 40kg  身長：155cm  職業：公務員（事務）  

4                  疾患・障害部位：右大腿切断 短断端  

評価期間：2005年12月1日 から 2006年5月30日 （181日間）  1日の平均装着時間： 14時間   

被験者番号 5   年齢：18歳  性別：女性  体重： 40kg  身長： 160cm  職業：学生  

5  疾患・障害部位：右股関節離断  

評価期間：2006年1月15日 から 2006年5月15日 （120日間）  1日の平均装着時間： 15時間   

※枠が足りない場合は増やして下さい。  
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様式8の記入例  

義肢装具等完成用部品の変更・削除に関する申請書  

平成  年  月   日  

厚 生 労 働 大 臣 殿  

（障害保健福祉部企画課長 経由）   

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）弟5条第19項の規定に基づく補装具  

の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係わる義肢、装具及び座  

位保持装置の完成用部品に指定されているものについて、 別紙様式9のとおり部品の変更  

又は別紙様式10のとおり削除をお願いします。  

事業所名  （有）00製作所  

代表者名  00 太郎  印  

担当者名  00 花子  

所在地 〒000－111100県00市004－1  

電話番号  000－000－0000  FAX番号 11卜1111－1111  

電子メールアドレス  nihon＠0000．co．jp  
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様式9の記入例  

完成用部品の部品（変更）一覧  

新補装具製作業  

者向販売価格  

旧補装具製作業  

者向販売価格  
新メーカー・品番  新名称・型式  旧名称 ・型式  旧メーカー・品番  

膝継手   Kose2005   ￥340，000   
膝継手   

’Kose2005A   ■￥330，000   ■00の理由による価t  

1                 単軸遊動式  単軸遊動式  格変更（詳細別紙）   

義足調整用部品  Niho249   ￥13，000   義足調整用部品  Nihon883   ￥13，000   部品整理のため品番  

2   コネクタ  コネクタ  変更   

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

※粋が足りない場合は増やして下さい  

※価格の変更がある場合、様式3に準じた価格根拠を別途、ご提出ください。  
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様式10の記入例  

完成用部品の部品（削除）一覧  

番  
名称 ・型式   

補装具製作業者  
メーカー・品番  

向販売価格   
理由   修理対応最終年度   

国 ‾7ヲ  

膝継手  Kose2006   ￥342，000   販売中止のため削除   西暦2012年度（平成24年度）   

1   単軸遊動式  

義足調整用部品  Niho298   ￥14，500   販売中止のため削除   西暦2014年度（平成26年度）   
2   コネクタ  

西暦  年度（平成  年度）   

3  

西暦  年度（平成  年度）   

4  

西暦  年度（平成  年度）   

5  

西暦  年度（平成  年度）   

6  

西暦  年度（平成  年度）   

7  

西暦  年度（平成  年度）   

8  

西暦  年度（平成  年度）   

9  

西暦  年度（平成  年度）   

10  

※粋が足りない場合は増やして下さい  

※修理対応最終年度終了までは「販売中止ただし00年度までは修理対応可」という形でリストに掲載いたします。  
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様式11の記入例  

義肢装具等完成用部品の申請部品返却希望について  

平成  年  月   日  

厚 生 労 働 大 臣 殿  

（障害保健福祉部企画課長 経由）   

障害者自立支援法（平成17年法律第123号）弟5条第19項の規定に基づく補装具の  

種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係わる義肢、装具及び座位保  

持装置の指定申請に際して提出した部品の返却を希望致します。  

事業所名  （有）00製作所  

代表者名  00 太郎  

担当者名  00 花子  

所在地 〒000－111100県00市004【1  

電話番号   000－000－0000  FAX番号 11卜1111－1111  

電子メールアドレス  nihon＠0000．co．jp  
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様式12の記入例  

返却を希望する申請部品一覧  

申請  
区分   殻・骨格   名 称   型 式   メーカー名   

号  
部品番号   備考（部品名）   返却希望の有無   

義足   骨格   膝継手   B 安全膝   MH   YKH2500   単軸荷重ブレーキ膝   返却希望   

1  

義足   殻・骨格   足部  MH   YFH1500－1549   単軸足部（指付）   返却希望   

2  

3  

4  

5  

6  

※枠が足りない場合は増やして下さい。  
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参考資料4－3  

平成20年度   

「義肢装具等完成用部品の指定中請書」の記入要領  

ー1－   



義肢装具等完成用部品の指定申請には、様式1～7の書類が必要となります。下記の記入要領と記  

入例を参考に書類を作成してください。記入に当たっては、部品の詳細について理解し易いよう、十分  

な説明を心がけてください。   

また、部品概要については、原則的に情報公開の対象と致します。知的財産権等の関係から非公開を  

希望する部分がある場合にはあらかじめ申し出てください。   

なお、書類に不備があるもの（記載不十分を含む。）は無効となる場合がありますので、十分に注意  

して下さい。  

1 義肢装具等完成用部品の指定申請書（様式1）   

事業所名、代表者名、担当者名、所在地、電話番号、F∧X番号及び電子メールアドレス（可能な場合）  

を記入し、代表者については捺印してください。  

2 申請部品一覧（様式2）  

申請する全ての部品について記入してください。   

各欄は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品」  

（以下「指定基準」という。）の項目に、必ず準拠してください。  

・申請番号は、申請する部品の全てに通しで番号を付けてください。  

・同様の構造で複数のサイズがある場合は、1件の申請にまとめてください。  

・区分は、義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具又は座位保持装置などを記入してください。  

・殻・骨格とは、殻構造義肢又は骨格構造義肢を指します。  

・名称及び型式は、指定基準の名称及び型式の欄と同じ内容を記入してください。  

・補装具業者向販売価格は、義肢装具等の製作業者に貴社が販売する際の価格を記入してください。  

・メーカー名及び部品番号は、指定基準の使用部品欄に相当するものです。  

・備考（部品名）は、指定基準の備考欄に相当し、部品そのものの名称を記入してください。  

・システムとして申請する場合は、同じシステムの部品が連番になるように記入してください。  

3 申請部品に係る価格根拠（様式3）   

申請する全ての部品について、部品1個につき1部作成して下さい。％表示は概算で結構です。小数  

点以下は四捨五入してください。   

3－2 販売価格にしめる費用・利益の割合   

・製造原価のうち原材料費：購入部品等の外部購入分の費用を含む。  

企業グループ内の別会社分は原材料費とその他に分割して計上する。   

・製造原価のうちその他：直接人件費・直接経費を言う。  

工場経費と販管費の区分が明確であれば工場経費を算入しても可。   

・開 発 費：開発費を生涯生産予測量で除する。  
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不確定要素が多ければ、事業全体の開発費の売上高比を用いても可。  

・輸入品の場合、輸入時の輸送費用・リスク負掛こ関する契約条件が、FOB条件かCIF条件   

かの別、輸入コストについても船便か航空便かの別等、それぞれの条件を備考に記載すること。   

また、米国、英国、仏国、独国における販売単価を各通貨で記載すること。   

3－3，3－∠1   

3－3，3－－4の記入欄は、今後の完成用部品の価格のあり方を考える上で、どのような要素や  

事情を考慮する必要があるかを把握することを意図したものです。とくに、カテゴリー内の平均価  

格に比べ相対的に価格が高かったり、製造・売上原価率が低め（あるいは利益率が高め）に設定す  

る必要のあるケースは、どのような場合か検討することを考えております。この点をお踏まえいた  

だき、状況がわかりやすく伝わるようご記入下さい。つ  

4 部品概要（様式4）   

個々の部品の概要を記入し、部品1個につき1部作成して下さい。この場合、「申請部品一覧」の申  

請番号と対応させ、メーカー名、部品番号及び部品名を記入してください。  

・部品構造図欄には図又は写真を貼り、構造、作用及び効果をわかりやすく記入してください。  

・対象とする疾患又は障害、材質、寸法、重量及びメーカー保証期間等を記入してください。  

・組立・加工例の欄には、義肢又は装具等の製品として組立て又は加工した際の写真や図を貼り、組立・   

加工方法、調整方法、適応体重と活動レベル及び使用条件などを記入してください。  

・パーツの一部を改良もしくは変更又は新たに開発した場合は、その理由と旧パーツとの違いを具体的   

に記入してください。  

・システムの場合は、部品概要とは別に添付資料として、システム構成がわかる図又はマニュアルを添   

付してください。また、システム全体の中での機能が、明確にわかるように記入してください。  

・部品概要については、原則的に情報公開の対象と致します。知的財産権等の関係から非公開を希望す   

る部分がある場合にはあらかじめ申し出てください。  

5 工学的試験評価概要（様式5）  

JIS（日本工業規格）に試験規格（参考資料を参照）がある部品については、必ず工学的試験評価  

概要（様式5）を提出してください。試験規格がなくても関連規格がある場合は、できるだけ関連規格  

を準用して試験を実施してください。   

また、その他独自の工学的試験評価を行った場合も同様に提出してください。その際、様式5の項目  

のうち、試験評価内容及び試験条件、試験装置・試験機、試験期間、試験結果の概要、試験実施施設名、  

担当者署名（証明書の場合は申請者署名）等を必ず記入してください。試験機関により発行された試験  

報告書や証明書がある場合は添付してください。規格に規定されていない試験機を使用↓た場合は、試  

験機の概要（製作メーカー、仕様、動作の概要、写真等）についてできる限り記入してください。   

なお、座位保持装置については、厚生労働省ホームページに掲載されている「座位保持装置部品の認  
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定基準及び基準確認方法の策定について」（http‥／／www．mhlw．go．jp／shingi／2007／03／sO323－11・html）に  

基づいて、工学的試験評価概要（様式5）を提出してください。   

輸入製品については上記の内容等（工学的試験評価内容書式）について輸入先メーカー又は試験機関  

に記入してもらい、英語の場合はそのまま提出して下さい。また英語以外の外国語は日本語に翻訳した  

ものを提出して下さい。この場合、原本も併せて提出して下さい。   

また、CEマークを取得している場合は、CEマークを取得した根拠に関する書類を添付して下さい。   

なお、内容が不備のものについては受け付けませんので、事前に十分な準備をして下さい。  

6 フィールドテスト結果（様式6）   

フィールドテストではデータの客観性が求められていますが、個人情報保護法などの成立などにより  

被験者の人権への配慮も必要とされています。これらの点を考慮して、フィールドテストではヘルシン  

キ宣言に示された倫理規範を尊重して実施するようにして下さい。臨床的強度、安全性（挟み込み等）、  

性能・機能、調整方法について、述べ使用日数90日以上、かつ、被験者3名■以上について行ってくだ  

さい。フィールドテスト結果は、評価期間、試験条件（フィールドテストの際、使用した完成用部品全  

てを記入）、被験者情報、被験者の意見（危険性や不安感がないか快適であるか）について、製作担当  

者は組立加工の際に用いるマニュアルの充実度、加工のし易さや危険性について記入してください。フ  

ィールドテスト担当者は、客観的にみて操作性や使用上の危険性（挟み込みや故障による危険性）が無  

いか等について記入してください。特に部品単体では判断できない完成時の安全性に関しては十分な確  

認をおこなってください。   

なお、一般的に症例が少ないと思われる疾患又は障害については、事前にご相談ください。   

フィールドテストの実施施設については、日本国内の複数の施設（2施設以上）とします。できる限  

り第三者に依頼して下さい。同時に複数の部品をテストした場合は、申請完成用部品毎に作成し、同時  

にフィールドテストを行う部品の申請番号の欄には該当する番号を全て記入してください。写真は被験  

者が申請部品を装着しているものを貼り申請番号を図示してください。  

7 フィールドテスト被験者リスト（様式7）   

被験者リストには、被験者番号、年齢、性別、体重、身長、職業、疾患名又は障害部位、評価期間、  

評価述べ目数、 1日の平均装着時間を記入してください。  

9 完成用部品の変更・削除（様式8・9・10）   

義肢装具等完成用部品に係る番号の変更又は削除がある場合は、義肢装具等完成用部品の変更・削除  

に関する申請書（様式8）、完成用部品の部品（変更）一覧（様式9）及び完成用部品の部品（削除）  

一覧（様式10）に、必要事項を記入してください。もし、価格に変更がある場合、様式3に準じた価  

格根拠を別途提出してください。   

構造・材質の変更を行った場合も提出してください。  
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製造中止、販売中止等による削除については、削除後も暫くの間は修理等の対応が必要になるため、   

保守対応用に当該完成用部品の製品もしくは部品の確保が望まれます。削除申請時には、修理対応期間   

を最終年度で記載して下さい。  

なお、大幅な変更については、新たな申請が必要となります。  

10 サンプルについて  

サンプルについては、次の情報を記入したタグを取り付けて提出してください。また、タグを取り付   

けられない小さな部品については、一つずつ透明な袋に入れて袋にタグを付けて提出してください。  

なお、同様の構造でサイズが複数ある申請部品のサンプルについては、中間のサイズを提出してくだ   

さい。   

タグに記入する情報：①申請年度（平成20年度申請）、②申請者名、③申請部品の一覧（様式2）の  

申請番号、④部品名、⑤メーカー名及び⑥部品番号  

（注意）  

①サンプルは、障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第5条第19項の規定に基づく補装具  

の種目、購入又は修理に坐する費用の額の算定等に関する基準に係る義肢、装具及び座位保持装置（以  

下】義肢装具等」という。）の完成用部品の指定に関する通知（以下「‾指定通知」という）が発出され  

るまでは、国立身体障害者リハビリテーションセンターにおいて保管します 

②サンプルの返却を希望する場合は、義肢装具等完成用部品の申請部晶返却希望について（様式」1）   

及び返却を希望する申請部品一覧（様式12）に必要事項を記入のうえ、提出してください。   

③申請を取り下げる場合には、サンプルの返却に応じます。  

④サンプルの返却に要する費用は、申請者の負担とします。  

⑤サンプルは、試用評価、工学的試験等を行う場合があり、消耗又は破損等が発生してもその責は負い   

ません。  

11 そ の他   

（1）提出する書類の編纂方法  

提出する書類の順番については、以下の原則に従ってください。   

①目次とインデックスをつけてください。  

②一つの申請部品に対して、様式3～様式7を続けて並べてください。  

（卦様式5、様式6で複数の部品を同時に評価した場合は、各部品の相当ページに、参照すべきページを   

示してください。  

④全ての書類の中央下に、社名とページ番弓一（手書き可）を入れてください。  

⑤別紙1及び添付資料は、様式7の後ろにつけてください。  

⑥参考資料は別に綴じて提出してください。  
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（2）その他   

申請に際しては必ず組み立て調整法などの日本語使用マニュアルを添付資料として提出してくださ  

い。また、カタログ、学会等の文献又は国内・海外での使用実績（販売実績）等を提出される場合は参  

考資料としてください。  
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参考資料1完成用部品に関するエ学的規格Ⅰ（義肢装具関係）   

義肢装具の工学的評価は、刀SやISO等の規格があるものについては規格に則って試験を実施して下さ  

い。規格がなくても関連規格がある場合は関連規格を参照して試験を実施するようにして下さい。   

現在、制定されている義肢装具関係の日本工業規格刀S、国際規格ISO、ヨーロッパ規格CENを以下の  

表1～4に示します。  

表1 義肢装具関係の刀S  

表2 義肢装具関係のISOの専門委員会（TC）、分科委員会（SC）、ワーキンググループ（WG）  

表3 義肢装具関係のISO  

表4 CENの関連規格等   

さらに、義肢装具関係の刀S規格に規定されている機械的試験（項目のみ）についてまとめましたので、  

参考にして下さい。  

表1 義肢装具関係のJIS  
刀S名称   対応するISO   

ISO8548－2，ISO8548－3，  

福祉関連機器用語［義肢・装具部門］  
ISO8549－1，ISO8549－2，  

ISO8549－3；ISO13405－1，  

ISO13405－2，ISO13405－3   
義肢一義足の構造強度試験   

ISOlO328－1   
第1部 試験負荷原理   

義肢一義足の構造強度試験   

第2部 試験試料   ISOlO328－2  

義肢一義足の構造強度試験   

第3部 主要構造強度試験方法   
ISOlO328－3  

義肢一義足の構造強度試験   

第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ   
ISOlO328－4  

義肢一義足の構造強度試験   

第5部 その他の構造強度試験方法   
ISOlO328－5  

義肢【義足の構造強度試験   

第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメータ   
ISOlO328－6  

義肢一義足の構造強度試験   

第7部 試験依頼書   
ISOlO328－7  

義肢一義足の構造強度試験   

第8部 試験報告書   
ISOlO328－8  

義足－こ（股）継手の構造強度試験   ISO15032   

義足足部・足継手  

義足ひざ（膝）部  

金属製下肢装具用足継手  

金属製下肢装具用あぶみ  

金属製下肢装具用ひざ（膝）継手  

能動フック  

能動ハンド  

能動ひじ（肘）ブロック継手  

能動ひじ（肘）ヒンジ継手  

コントロールケーブルシステム  

手継手  

義手用装飾手袋  

義手用装飾ハンド  

刀S番号  

JISTOlOl：1997  

JISTOlll－1：1997  

JISTOlll－2：1997  

JISTOlll－3：1997  

JISTOlll－4：1997  

JISTOlll－5：1997  

JISTOlll－6：1997  

JISTOlll－7：1997  

JISTOlll－8：1997  

JISTOl12：2002  

JIST9212：1997  

JIST9213：1997  

JIST9214：1991  

JIST9215：1986  

JIST9216：1991  

J【ST9217：1992  

JIST9218：1992  

JIST9219：1992  

JIST9220：1992  

JIST9221：1992  

JIST9222：1995  

JISⅦ223：1995  

JIST9224：1995  
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表2 義肢装具関係のISOの専門委員会（TC）、分科委員会（SC）、ワーキンググループOVG）  

TC  SC  WG  名称（英語）   名称（日本語）  幹事国等   

168  Prosthetics and orthotics 義肢装具   DIN  

ロ  Nomenclatureandclassi丘cation  学術用語と分類  BSI  

2  Medicalaspects   医学的側面   BSI  

3  Tes也1g   試験法   DIN   

表3 TC168（義肢装具）関係のISO  
ISO番号   ISO名称   日本語訳   

Prostheticsandorthotics”IJimbdeficiencies－－  義肢装具一先天性四肢欠損  
ISO8548－1：1989 Ed 

．16p．  
第1部：先天性四肢欠損の記載  

present at birth 法   

Prostheticsandorthotics－－Limbdeficiencies一一  

ISO8548－2：1993   P餌七2：Methodofdescribinglowerlmb  
義肢装具一先天性四肢欠損   

Ed，116p．  
amputationstumps  

第2部：下肢切断端の記載法   

ISO8548－3：1993  Prostheticsandorthotics－－L血1bdeficiencies－－ Part3：Methodofdescribingupperlmb  
Ed．115p．  

amputationstumpS   
第3部：上肢切断端の記載法   

ISO8548－4：1998  Prostheticsandorthotics－－I．imbdeficiencies－－ Part4：Descriptionofcausalconditionsleading  
Ed．14p＿  

tDamputation   
第4部：切断原因の記載法   

Prostheticsandorthotics”IJimbdeficiencies－T  義肢装具一先天性四肢欠損  

ISO8548う：2003 Ed ．12p．  
personwhohashadanamputation   載法   

Prostheticsandorthotics”V∝abularyPartl：  

ISO8549－1：1989   GeneraltermSforextemallmbprosthesesand  義肢装具一語彙   
Ed．16p．   extemalorthoses  第1部：一般用語   

Bilmgualedition  

Prostheticsandorthotics－－Vbcabulary－－Part2：  

ISO8549－2：1989   TermSrelatingtoexternallmbprosthesesand   
Ed．12p．   Wea代rSOftheseprostheses  

第2部：義肢と義肢装着者に関  

Bilingualedition   する用語  

Prostheticsandorthotics－－Voはbulary－－Part3：  義肢装具一語嚢   

ISO8549－3：1989   TermSrelatingtoexternalhnborthoses  
Ed，15p．  

B山ngualedition  
第3部：装具に関する用語   

Prostheticsandorthotics－－FunCtional  

deficiencies”Descriptionofthepersontobe   義肢装具一機能欠如一装具装着者  
ISO8551：2003  

treatedwithanOrthosis，dlmicalotriectivesof   Ed．17p．  
の装具の機能的な要求事項と臨床  

treatment，andfunctionalrequirementsofthe  的な処方目的の記載   

0止hosis  

ISOlO328：2006  Prosthetics－－StruCturaltestingoflowerlmb   
Ed．1136p．   prostheses”Requirementsandtestmethods   

義肢一義足の構造強度試験法  

Prostheticsandorthotics－Classificationand  
ISO13405－1：1996   descriptionofprostheticcomponents－Partl：  

義肢装具一義肢部品の分類と記述   

Ed．13p．  
ClassificationofprostheticoDmpOnentS  第1部：義肢の分類   

Prostheticsandorthotics－Classificationand  
ISO13405－2：1996   descriptionofprostheticcomponents－Part2：  

義肢装具一義肢部品の分類と記述   

Ed．19p．  第2部：義足部品の記述   
DescriDtionoflower一血1bprostheticcomponents  

ISO13405－3：1996  Prostheticsandorthotic＄－Classi五cationand descriptionofprostheticcomponents－Part3：  

義肢装具一義肢部品の分類と記述   

Ed．112p．  
Descriptionofupper－1imbprostheticcomponents  

第1部：義手部品の記述   

ISO15032：2000  Prosthetics－－StruCturaltestingofhipunits   
義肢一義足股継手の構造強度試験   

Ed．138p．  法   

ISO22523：2006  Extemal1imbprosthesesandexternalorthoses一－  義足と下肢装具一要求事項と試験   
Ed．182p．   Requirementsandtestmethods   法  
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Prosthetics”Testingofankle－ftK）tdevicesand   義肢一義足足部・足継手の試験－   

ftotunits－－Requirementsandtestmethods   要求事項と試験法   

Prosthetics一一Testingofankle－ftx）tdevicesand   義肢一義足足部・足継手の試験－   

h）tunits－－Guidanceontheapplicationofthe   要求事項と試験法－ISO22675の   

testloadingcondltionsofISO22675andonthe  荷重条件の適用と適切な試験装置   

designofappropriatetestequlpmeムt   の設計のためのガイドライン   

ISO22675：2006  
Ed．192p．  

ISO  
m22676：2006  
Ed．162p．  

表4 義肢装具に関係があると思われるCEN関係の規格等  
名称   備考   

93／4ガEEC   
閣僚理事会指令93／42侶EC  

医用機器に関する指令   

Medicaldevices－Riskanalysis   医療用具－リスク分析   

障害者用テクニカルエイドー→般  
Technicalaidsfordisabledpersons－General  

9  

的要求事項と試験方法  

0＿eVellstandard）   

Extemallimbprosthesesandexternalorthoses－  義肢装具一要求事項と試験方法   
9  GJeVe12／3standard）   

番号等  

Directive  

BS／EN1441：1998  

BS／EN12182：199  

BS／EN12523：199  
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義肢装具関係の」lS規格に規定されている機械的試験（項目のみ）   

刀STOlll－1～－8：1997義肢一義足の構造強度試験   

1．静的許容試験  

2．静的被壊試験  

3．繰返し負荷試験  

4．ねじり試験：静的許容試験  

5．足部・足継手部の試験：静的許容試験  

6．足部・足継手部の試験：静的破壊試験  

7．足部・足継手部の試験：繰返し負荷試験   

8．ひざ（膝）最大屈曲止めの試験：静的試験  

9．ひざ（膝）ロック機構の試験：静的許容試験   

10．ひざ（膝）ロック機構の試験：静的破壊試験   

11．ひざ（膝）ロック機構の試験：繰返し負荷試験  

刀STOl12：2002義足－こ（股）継手の構造強度試験   

1．静的許容負荷試験  

2．静的破壊試験  

3．静的ねじり許容負荷試験  

4．繰り返し負荷試験  

5．繰り返しねじり試験  

刀ST9212：1997義足足部・足継手   

1．外力に対する変形量  

2．歩行繰返し試験  

ⅢST9213：1997義足ひざ（膝）部   

1．静的強度 → 「JISTOlll－1～－8：1997義肢一義足の構造強度試験」で規定  

2．立脚相耐久性 → 「JiSTOlll－1～－8：1997義肢一義足の構造強度試験」で規定  

3．遊脚相耐久性試験  

4．ひざ軸遊び量試験  

刀ST9214：1991金属製下肢装具用足継手   

1．静的曲げ試験  

2．可動域内耐久試験  

3． 可動制限部耐久試験  

刀ST9215：1986金属製下肢装具用あぶみ  

「JIST9214：1991金属製下肢装具用足継手」と組み合わせて試験を行う  

刀ST9216：1991金属製下肢装具用ひざ（膝）継手   

1．静的曲げ試験  

2．耐久試験  

－4－  
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劇ST9217二1992能動フック   

1．静的強度試験：指こうわん曲部の強度   

2．静的強度試験：可動指こう及び軸受部の強度   

3．静的強度試験：指こうの横方向の強度  

4．耐久試験：．開閉繰り返し試験  

5．耐久試験二ねじり繰返し試験  

JIST9218：1992能動ハンド   

1．静的強度試験：鉛直方向の強度  

2．静的強度試験：母指の横方向の強度  

3．静的強度試験：示指の横方向の強度  

4．静的強度試験：示指及び中指の伸展方向の強度  

5．耐久試験  

刀ST9219：1992能動ひじ（肘）ブロック継手   

1．静的強度試験：圧縮強度試験  

2．静的強度試験：引張強度試験  

3．静的強度試験：ロック装置強度試験  

4．耐久試験（ロック装置の）  

JIST9220：1992能動ひじ（肘）ヒンジ継手   

1－ 静的強度試験：圧縮強度試験  

2．静的強度試験：引張強度試験  

3．静的強度試験：ロック装置強度試験  

4． 耐久試験（ロック装置の）  

JIST9221：1992コントロールケーブルシステム   

1，静的強度試験  

2．耐久試験  

JIST9222二1995手継手   

1．引張強度試験  

2．トルク測定試験  

3． 耐久性試験  

刀ST9223：1995義手用装飾手袋   

1．引張試験（引張強さ及び切断時伸び、永久伸びの測定）  

刀ST9224：1995義手用装飾ハンド   

1．初期性能試験  

2．耐久試験  
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参考資料2 完成用部品に関するエ学的規格Ⅱ（座位保持装置関係）   

工学的評価は、刀SやISO等の規格があるものについては規格に則って試験を実施して下さい。規格が  

なくても関連規格がある場合は関連規格を参照して試験を実施するようにして下さい。   

現在、制定されている車いす、座位保持装置関係の日本工業規格刀S、国際規格ISO、ヨーロッパ規格  

CENを以下の表1～5に示します。  

表1 車いす、座位保持装置関係部品の刀S  

表2 障害者用福祉機器関係ISOの専門委員会CrC）、分科委員会（SC）、ワーキンググループ（WG）  

表3 車いす、座位保持装置関係部品のISO  

表4 車いす、座位保持装置関係部品の制定途中のISO原案  

表5 CENの関連規格   

表1 車いす、座位保持装置関係部品のJIS  

規格番号   名称   関連国際規格   

福祉関連機器用語［リハビ  

JISTOlO2：1998   リテーション機器部門］   
ISO／DIS9999：1997   

JIST9201：2006  手動車いす   
ISO6440，ISO7176－1，ISO7176－3，ISO7176－8，ISO7176－  

11，ISO7176－13，ISO7176－15，ISO7176－22，ISO7193   

ISO7176－1，ISO7176－2，ISO7176－3，ISO7176－4，  

JIST9203：2006  電動車いす  
ISO7176－6，ISO7176－8，ISO7176－10，IAO7176－11，  

ISO7176－13，ISO7176－14，ISO7176－15，ISO7176－22，  

ISO／DIS7176－26，ISO7193   

JIST9206：2001   
電動車いすの電磁両立性要   ISO／DIS7176－21：1999   

件及び試験方法  

表2 障害者用福祉機器関係のISOの専門委員会（TC）、分科委員会（SC）、ワーキンググルー  

プ州G）  

TC  SC  WG  名称（英語）   名称（日本語）   幹事国等   

173  Assistiveproductsforpersons  障害者用福祉機器   SIS  
w止bd適ab山吋  

6  Jksishニrepl・t）〔itl〔：Lsii）王、Ⅴ＼7dkiェ1g   歩行補助機器   JISC  

7  ProvisionsandmeanSfor  視覚障害者の歩行出口表示   JISC  
0rientationofvisuallyimpaired  
personsinpedestrianareaS  

Wheelchairs   車いす   SA丑S  

1  Testmethods   試験法   ANSI  

6  Wheelchairr9Straintsystems   車いす固定システム   NEN  

8  Stairtraversingdevi恍S   階段昇降機   ON  

10  Requirementsandtestmethods  電動車いすの電気技術システムの  SIS  

forelectro－tedmicalsystemsfor  
wheelchairs   

11  Wheeldlairseating   車いすの座位保持   BSI  

2  Classificationandtermin0logy  分類と用語   NEN  

3  Aidsforostomyandincontinence  人工用工門および収尿器   SIS  

6  HoistsfortranSferpersons   障害者用リフター   SIS   

※WGは一部、記載を省略  

－1一   
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表3 車いす、座位保持装置関係部品のISO  

名称   
日本語訳   

Wheelchairs”Partl：Determinationofstatic   
車いす一第1部：静的安定性試験   

Stab山伽   

Wheelchairs－－Part2：Determinationofdynamic  車いす一第2部：電動車いすの動   
Stabilityofelectricwheelchairs   的安定性試験   

Wheelchairs－－Part3：Determinationof   車いす一第3部：ブレーキ効率の   

e鮎ctivenessofbrakes   決定   

Wheelchairs－－Part4：Energyconsunptionof   車いす一第4部：電動車いす及び   

electricwheelchairsands（X氾terSfor   スクーターの理論的走行距離を決   

determinationoftheoreticaldistanCerange   定するためのエネルギー消費量   

Wheelchairs－－Part5：Determinationofoverall   車いす－第5部：外形寸法、質量   

dimensions，maSSandturningspace   及び旋回スペースの決定   

WheelchairsMPart6：Determinationof   車いす第6部：電動車いすの最  
高速度、加速度及び減速度の試験  maximumSpeed，aCCelerationandde（X）1erationof   

electricwheelchairs   

Wheelchairs－TPart7：Measurementofseatmg   車いす一第7部：座席及び車輪の   

and wheel dimenslons 寸法の測定   

WheelchairsT－Part8：Requ止ementsandtest   車いす【第8部：静的、衝撃及び   

methodsforstatic，impactand払tiguestrengths  疲労強度の要求事項及び試験方法   

Wheelchairs”Part9：Climatictestsforelectric  車いす－第9部：電動車いすの気   

wheelchairs   候試験   

Wheelchairs－－Part，10：Determinationofobstacle－  車いす一第10部：電動車いすの   
clmbingabilityofelectricwheelchairs   障害物登坂能力   

Wheelchairs”Part，11：Testdummies   車いす一第11部：試験ダミー   

Wheelchairs－－Pa＾13：Determlnationof   車いす【第13部：試験表面の摩   

coe伍cientof鮎ctionoftestsurhces   擦係数の試験   

Wheelchairs”Part，14：Powerandcontrol   車いす一第14部：電動車いすの   

systemsforelectrical1ypoweredwheelchairsand  駆動及び制御システムー要求事項   

sc00tem－－Requh4ementSandtestmethods   及び試験方法   

Wheelchairs－－Part15：Requirementsfor   車いす一第15部：情報開示、文  
informationdisclosure，d∝umentationand   書化及びラベリングの要求事項  
1abellhg   
Wheelchairs－－Part16：ResistanCetOignitionof  車いす【第16部：布張り部分の  

uphoIsteredpaI厄”Requirementsandtest   
耐熱件】要求事項及び試験方法  

methods   

Wheelchairs”Part19：Wheeledmob山tydevices  車いす一第19部‥電動車両で使   

foruseinmotorvehicles   われる車輪で動く移動機器   

Wheelchairs－－Part21：RequlrementSandtest   車いす一第21部：電動車いすと  
methodsforelectromagneticcompatibilityof   

電動スクーターの電磁両立性の要  

求事項と試験方法    electricauypoweredwheelchairsandmotorized  SCOOterS   

車いす－第22部：セットアップ  
Wheelchairs－－Part22：Set－uppr∝edu代S  

の手順   

Wheelchairs＝Part23：Requirementsandtest   車いす一第23部：介助者が操作   

methodsforattendant－Operatedstair－Clmbing   する階段昇降装置の要求事項と試   

devices   験方法   

車いす【第23部：本人が操作す  
Wheelchairs－－Part24：RequlrementSandtest  る階段昇降装置の要求事項と試験  
methodsforuser－Operatedstair－Clmbingdevices   

方法  

Wheelchairs－－Part26：Vccabulaq   車いす一第26部二語彙   

規格番号  

ISO7176－1：1999  

Ed．214  

ISO7176－2：2001  

Ed．215p．  

ISO7176－3：2003  

Ed．211p．  

ISO7176－4：1997  

Ed，26p．  

ISO7176－5：1986  

Ed．13p．  

ISO7176－6：2001  

Ed．26p．  

ISO7176－7：1998  

Ed．147p．  

ISO7176－8：1998  

Ed．156p．  

ISO7176－9：2001  

Ed．27p．  

ISO7176－10：1988  

Ed．13p．  

ISO7176－11：1992  

Ed．110p．  

ISO7176－13：1989  

Ed．13p．  

ISO7176－14：2008  

Ed．253p．  

ISO7176－15：1996  

Ed．18p．  

ISO7176－16：1997  

Ed．13p．  

ISO7176－19：2001  

Ed－131p．  

ISO7176－21：2003  

Ed，115p．  

ISO7176－22：2000  

Ed．112p．  

ISO7176－23：2002  

Ed．135p．  

ISO7176－24：2004  

Ed．184p．  

ISO7176－26：2007  

Ed．141  

ー2－   



H20参考資料2  

ISO7193：1985  
Wheelchairs－－MaximumOVeraⅡdimensions   

Ed．12p．  
車いす一最大外形寸法   

Techhcalsystemsandaidsfordisabledor  障害者用福祉機器一車いすの固定  

ISOlO542－1：2001   lmdicappedpersons”Wheelchairtiedownand   システムー第1部：全システムの  

Ed．140p．   00Cupant－reStraintsystems－－Partl：  

Requirementsandtestmethodsforallsystems   
要求事項と試験方法  

Tedlmicalsystemsandaidsfordisabledor  
障害者用福祉機器一車いすの固定  

ISOlO542－2三2001   handicappedpersons－－Wheeldlairtiedownand   システムー第2部：4点ストラッ  

Ed．17p．   0∝upant－reStraintsystems－－Paれ2：Fourpoint  
プ型固定システム  

Strap一身Petiedownsystems   

Technicalsystemsandaidsfordisabledor  
障害者用福祉機器一車いすの固定  

ISOlO542－3：2005   handicappedpersons＝Wheeldhairtiedownand   システムー第3部：ドック型固定  

Ed．116p．   0∝upaサrestraintsystems．．Part3＝D∝king‾  
システム  

type tiedown systems 

Technicalsystemsandaidsfordisabledor  障害者用福祉機器一車いすの固定  
ISOlO542－4：2004   handicappedpersons－－Wheelchairtiedownand   システムー第4部：クランプ型固  

Ed．17p．   0∝uPant－reStraintsystems－－Part4：ClamP－type  
定システム  

tiedownSyStemS   
Tedmicalsystemsandaidsfordisabledor  

障害者用福祉機器一車いすの固定  
ISOlO542－5：2004   handicappedpersons”Wheelchairtiedownand   システムー第5部：特別な車いす  

Ed．18p．   0∝upant－reStraintsystems－－Part5：Systemsfor  
システム  

SPeCificwheelchairs   

ISO／rR13570－1：  Wheelchairs－－Partl：Guidelmesforthe   ISO7176シリーズの車いすへの応   

2005Ed．170p．  applicationoftheISO7176seriesonwheelchairs  用のためのガイドライン   

Wheelchairseating－－Partl：Vocabula工γ，   車いす座位一第1部：体の各部、  

ISO16840－1：2006 Ed 
．177p．  

segments，pOStureandposturalsupportsurfhces  軸の決定と測定及び用語   

Wheelchairseating－－Part2：Determinationof  

ISO16840－2：2007   physicalandmecha血calcharaCteristicsofdevices  車いす座位一第2部：クッション   
Ed．125p．   intendedtomanagetissueintegdty－－Seat  の物理的、機械的特性の決定   

cushions  

Wheelchairseating－－Part3：Deterrninationof   車いす座位一第3部：姿勢保持装  

ISO16840－3：2006 Ed 置の静的・衝撃および繰り返し荷  
．123p．  

postural support devices 重強度の決定   

表4 幸いす、座位保持装置関係部品の制定途中のISO原案  

規格番号   名称   
日本語訳   

Wheelchairs－－Part4：Energyconsumptionof   車いす－第4部：電動車いす及び  
ISO肝DIS7176－4       electricwheeldlairsandscootersfor   スクーターの理論的走行臣巨離を決  

determinationoftheoreticaldistanCerange   定するためのエネルギー消費量   

ISO7176－5   
Wheelchairs－－Part5：Determinationof   車いす一第5部：外形寸法、質量  

dimensions，maSSandmanOeuVrmgSPaCe   及び旋回スペースの決定   

Wheeldlairs－－Part9：Clmatictestsforelectric  車いす一第9部：電動車いすの気  
ISO／CD7176－9  

wheelchairs   侯試験   

Wheelchairs一一Part，10：Dete血nationof  車いす一第10部：電動車いすの  
ISO／FDIS7176－10   obstacle－Clmbingabilityofelectricanypowered  

wheelchairs  

車いす一第19部：自動車で座席  

ISO作’DIS7176－19  Wheelchairs－－Part19：Wheeledmdbihtydevias foruseaSSeatSinmotDrVehicles   として使われる車輪で動く移動機 器   

Wheelchairs－－Part21：Req11ⅣementSandtest  車いす一第21部：電動車いすと  
methodsforelectmmagneticcompatibihtyof  

ISO／DIS7176－21    electricallypoweredwheelchairsandsc00terS，  
電動スクーターと充電器の電磁両  

andbatterychargerS  
立性の要求事項と試験方法  
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Wheelch鮎rS”Part25：Requirementsandtest   車いす一第25部：電動車いすと  
methodsforbatteriesandtheirchargersfor   

電動スクーターのバッテリーと充  

電器の要求事項と試験方法    electrical1ypoweredwheelch由rsandmotorized  SCOOterS   

Wheelchairtie－downando∝upantreStraint   後方向きの車いすの乗客のための   

systemsforrearward払cingwheelchair－Seated   車いす固定装置と乗客拘束システ   

passengers”Pa止1：SystemsforlargeaCCeSSible  ム¶第1部：着席と立位の乗客の   
vehiclesforthetranSPOrtOfseatedandstanding  輸送用の大型のアクセス可能な乗   

paSSengerS   り物のシステム   

Wheelchairs”Part2：TypicalⅤaluesand   車いす一第2部：ISO7176－5で決   

recommendedlimitsordimensions，maSSand   定された典型的な数値と推薦でき   

manOeuVringspaceasdeterminedinISO7176－5  る限界の寸法、質量と操作空間   

Wheelchairseating－－Part4－Seatingsystemsfor  車いす座位一第4部：自動車使用   

useinmotDrVehicles   のための座位保持装置   

ISO／NP7176－25  

ISO／CDlO865－1  

ISO／NPTR13570－   

2  

ISO／DIS16840－4  

表5 CENの関連規格  

名称   
日本語訳  

閣僚理事会指令93／42／EEC  
Counc止directive93／42／EECof14June1993  

14June1993  
concernmgmedicaldevices   

医用機器に関する指令  

Technicalaidsfordisabledpersons－General  障害者用福祉機器－一一般的要求  

99       requlrementSandtestmethods   事項と試験方法   

Manual1ypropelledwheelchairs－Requirements  手動車いす一一般的要求事項と  
L999       andtest，methods   試験方法   

Electrical1ypoweredwheelchairs，SC00terSand   電動車いす、電動三輪車と充電  
1999       theirchargers－Requirementsandtestmethods  器一一Y一般的要求事項と試験方法   

ExternallmbProsthesesandexternalorthoses   義肢装具一要求事項と試験方法  
99       ーRequⅡementSandtestmethods   

8  Medicaldevices－RiskAnalysis   医療用具－リスク分析   

規格番号  

93／42／EEC  

（14June1993）  

BSEN12182：199  

DINEN12183：1  

DINEN12184：1  

BSEN12523：19  

BSEN1441：199   

一4－  
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参考資料3 完成用部品の工学的試験評価とフィールドテストの要件、JIS規格との対応（平成20年度版）  

分類  

［補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準］平成19年度改訂版、を参照しました。  

義 肢  

殻構造義手  

殻構造義足  

骨格構造義手  

骨格構造義足  

装 具  

下肢装具  

靴型装具 （関連規格なし）  

体幹装具 （関連規格なし）  

上肢装具 （関連規格なし）  

座位保持装置  

∽Sに関連規格はありません、以下の厚生労働省基準を参照して下さい。厚生労働省基準に規定がない場合は搭0を参照することも可能です。）  
○厚生労働省 座位保持装置部品の認定基準及び基準確認方法（改訂版）  

（Il坤：仙wv．mhk．卯醐00用地0323・11ユ血d）  

○ISO16840－3‥2〔郁Wheeld血史a血唱・・Part3：DetermiI血nofstatic，impactandrepetihekds加ngths伽p血1s叩POddevias  

完成用部品のエ学的評価、フィールドテストに関する要求事項   

完成用部品の工学的評価、フィールドテストに関する要求事項については、以下の考え方に基づいて表1から6にまとめてあります。  

エ学的試験評価結果の添付を要する完成用部品  

・JIS，Ⅰ幻などの規格があるもの。  

・規格がなくとも、強度、耐久性等について確認する必要があると思われる部品については、工学的試験結果を必要なものとする。  

・下肢装具の股継手、膝継手、足継手、あぶみなどは、工学的評価結果を必要なものとする。  

・座位保持装置に関しては、座位保持装置部晶の認定基準による工学的試験結果を必要なものとする。  

＝調∴  

す；   
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エ学的試験評価結果の添付を要しない完成用部品   

強度、耐久性等について確認する必要がない以下の部品については、工学的試験結果を必要ないものとする。  

・外装用部品 （フォームカバー、ストッキネット、など）  

・シリコンライナー（パッド）  

・その部品が破損しても重大な結果を及ぼさないと考えられるもの。  

フィールドテストの結果を添付する必要がある完成用部品   

以下のフィールドテストの結果を添付する必要がない完成用部品を除いて、フィールドテストの結果は添付する必要があるものとした。  

言刊面期間知日以上、症例数3件以上とするが、極端に症例数が少ない場合には別途検討するものとする。  

フィールドテストの結果を添付する必要がない完成用部品   

以下の部品については、フィールドテストは必要ないものとする。  

・外装用部品（フォームカバー、コネクションプレート）  

・義足調整用部品（ブロック、コネクタ、チューブ、クランプアダプタ）  

・これ以外の部品で、フィー／レドテストが不要であると判断できるもの。  

エ学的試験評価結果とフィールドテスト結果の添付の必要・不必要に関する完成用部品の一覧表  

・完成用部品の分類の一覧表に該当する規格等を追加した表を基にして、結果の添付の必要・不必要に関して整理した表を表1～6に示す。  

表2 義肢一骨格情造義手、義手用部品  

表4 義肢一骨格構造義足、義足用部品  

表6 座位保持装置   

該当規格または認定基準があり工学的試験評価結果の添付が必要なもの  

規格がないが工学的試験評価結果の添付が必要なもの  

工学的試験評価結果の添付が必要ないもの  

工学的試験評価の必要性を個別に判断するもの  

フィールドテスト結果の添付が必要なもの（淡）日3件以上）  

フィールドテスト結果の添付が必要ないもの  

フィールドテストの必要性を個別に判断するもの  

・2－   

表1義肢一殻構造義手、義手用部品  

表3 義肢一殻構造義足、義足用部品  

表5 装具  

※凡例  工学的試験評価：○  

●  

［不必要］  

［個別】  

フィールドテスト：ロ  

［不必要］  

［個別］  
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表1義肢一殻構造義手、義手用部品   

名称   型式   該当する規格  工学的試験評価  フィールドテスト  備考   

（準）：準用または参考にできる規格  

肩継手   A 隔板式   

B 屈曲・外転式  関連規格なし   ［不必要］   ［コ  

C ユニバーサル式   

肘継手   A 硬性たわみ式   関連規格なし   【不必要】   ［］  

B 単軸ヒンジ   

1遊動式  関連規格なし   ［不必要】   ［コ  

2 手動式  

3 能動式   JBT9盟0：92能動ひじ（肘）ヒンジ継手   ○   ［コ  

C 多軸ヒンジ式   関連規格なし   ［不必要］   ［］  

D 倍動ヒンジ   関連規格なし   

1リンク式  ［不必要】   ［コ  

2 歯車式  

E 能動単軸ブロック式  J岱T9219：92能動ひじ相弔ブロック継手   ○   ［コ  

F手動単軸ブロック式  
［不必要］   ［コ  

（木製）   

G 作業用幹部式   関連規格なし   ［不必要】   ［コ  

手継手   A 面摩擦式   J岱T9222：95手継手   ○   ロ  

B 軸摩擦式   関連規格なし   ［不必要］   ［］  

C 迅速交換式   関連規格なし   ［不必要］   ⊂コ  

D 屈曲式   関連規格なし   ［不必要】   ［コ  

E 作業用幹部式   関連規格なし   【不必要】   ［コ  

F 手部コネクタ   関連規格なし   ［不必要］   ［コ  

手先具   A 能動ハンド   JBT9218：92能動ハンド   ○   ［コ  

B 能動フック   J岱T9217：92能動フック   ○   二  

C 装飾ハンド   JBT9望4：95義手用装飾ハンド   ○   □  

D装飾手袋（コスメチッ  
C   ［コ  

クグラブ）   

E 作業用手先具   関連規格なし   ［不必要］   ［コ  

・3・   
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その他   ケーブルセット  J岱T9221：92コントロールケーブルシス  

テム   
○   ⊂］  

ハーネス部品  関連規格なし   ［不必要］   □  

フック用先ゴム  関連規格なし  申請の必要なし  

断端袋   A 上月宛用   申請の必要なし  

B 前腕用  
関連規格なし  

電動ハンド  関連規格なし   L不必要j   ［コ  

電動フック  関連規格なし   【不必要】   ［コ  

リストユニット  関連規格なし   【不必要］   ［コ  

リストユニット用部品  関連規格なし   ［不必要】   □  

コントローラー  関連規格なし   ［不必要】   ［］  

コントローラー用部品  関連規格なし   ［不必要】   □  

ローテ一夕ー  関連規格なし   【不必要】   ［コ  

ローテ一夕ー用部品  関連規格なし   【不必要】   ［］  

コネクターブロック  関連規格なし   【不必要】   ロ  

電 極  関連規格なし   【不必要】   ⊂］  

接続ケーブル   A 電極用   

B バッテリー用  関連規格なし   ［不必要】   ［コ  

C の他  

エルボーユニット  関連規格なし   ［不必要】   ［コ  

エルボーユニット用部品  関連規格なし   ［不必要】   ⊂］  

バッテリー  関連規格なし   【不必要］   ［コ  

バッテリーボックス  関連規格なし   ［不必要］   ［コ  

スイッチ  関連規格なし   ［不必要】   ［コ  

スイッチ用部品  関連規格なし   ［不必要］   ［コ  

充電器  関連規格なし   ［不必要】   ⊂］  

ライナーロックアダプタ  関連規格なし   ［不必要］   ［］  

ライナー  

Aピンアタッチメントな  

し  関連規格なし   ［不必要］   口  

Bピンアタッチメントあ  

り   
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表2 義肢一骨格構造義手、義手用部品  

名称  型式   該当する規格  工学的試験言判西  フィールドテスト  備考   

（準）：準用または参考にできる規格  

肩継手  A 屈曲・外転式   

B ユニバーサル式   
関連規格なし   ［不必要】   ［］  

肘継手  A単軸式  

（単軸固定式）   
関連規格なし   ［不必要］   ロ  

手継手  A 面摩擦式   JBT92盟：95手継手   ○   □  

B 軸摩擦式   関連規格なし   ［不必要】   ［コ  

C 手屈曲式   関連規格なし   【不必要］   ロ  

D 手部コネクタ   関連規格なし   ［不必要］   □  

義手調整用  関連規格なし   ［不必要】   ⊂］  

部品   チューブ  関連規格なし   ［不必要】   ［不必要】  

手先具  A 装師ハンド   JBT92払95義手用装飾ハンド   ○   □  

B手袋（コスメチックグラ  

ブ）   

○   ［コ  

外装部品  コネクションプレート  関連規格なし   【不必要】   ［不必要】  

フォームカバー  関連規格なし   ［不必要］   ［不必要】  

その他   断端袋   A 上腕用   関連規格なし  申請の必要なし  

B 前腕用   関連規格なし  

ハーネス部品  関連規格なし   ［不必要］   ロ  

ライナーロック  関連規格なし   

アダプタ  
［不必要】   ［コ  

ライナー  

関連規格なし   【不必要   □  

B ピンアタッチメントあり   

－5－   



H20参考資料3  

表3 義肢一殻構造義足、義足用部品  
名称  型式   言亥当する規格  工学的試験言判面  フィールドテスト  備考   

（準）：準用または参考にできる規格  

股継手  A ヒンジ継手   JBT℃112：02義足－こ（股）継手の構造  

1伸展制P封寸遊動式  強度試験  

2 伸展制限付外転式  
⊂）  コ  

B カナディアン式   

膝継手  A ヒンジ継手   JBTり111－1～・8：97義肢一義足の構造強度  

1大腿遊動式  試験  

2 下腿遊動式  J岱T9213：97義足ひざ朋奈）部   ○   □  

3 横引き固定式  

4 前止め固定式  
B 鉄脚   関連規格なし   ○   二  

C ブロック継手   JBT℃111・1～－8：97義肢一義足の構造強度  

1遊動式  試験  

J岱T9213：97義足ひざ（膝）部   
○   □  

2 固定・遊動切替式  

3 安全膝   

足 部  A 固定足部   JBT℃111－1～－8‥97義肢一義足の構造強度  ○   二  

B 単軸足部  試験  ○   □  

C 多軸足部  刀ST9212：97義足足部・足継手  ○   口  

D 蝕1C托足部  ○   □  

E ドリンガ一足部  ○   二  

F 装飾足袋   関連規格なし   ［不必要］   □  

足部調整用部品  バンソヾ－   JBT℃111・1～・8：97義肢一義足の構  

造強度試験（準）  ○   ロ  

J岱T9212：97義足足部・足継手（準）  

吸着バルブ  関連規格なし   ［不必要】   □  

そ  A 股・大月退用   関連規格なし   

の  
［不必要］   □  

B 下腿用   関連規格なし  

他  関連規格なし   【不必要］   □  

断端袋   A 大腿用   関連規格なし  申請の必要なし  

B 下月退用   関連規格なし  

ライナーロックアダプタ  関連規格なし   ［不必要］   ニ  

ー6・   
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ライナー   A ピンアタッチメントなし  関連規格なし   
［不必要］   □  

B ピンアタッチメントあり  関連規格なし  

その他の部品   A ベルト付先ゴム   関連規格なし   【不必要】   ［不必要】  

B 鎚1Cに用アンクルブロック  JBTり111・1～－8：97義肢一義足の構造強度  

試験   
○   ロ  

C リアルソックス   荷重を受ける場合に、JBl℃1け1～・8：97  

義肢一義足の構造強度試験、が適用可   
［不必要］   □  

D 先ゴム   関連規格なし   【不必要】   ［不必要】  

E 踵ゴム   関連規格なし   【不必要】   ［不必要】  

F スプリングゴム   関連規格なし   ［不必要】   ［不必要】  

G 前止金具   関連規格なし   ［不必要】   □  

H サイム用ボルト   関連規格なし   ［不必要］   【不必要］  

Ⅰラミネーションポスト   関連規格なし   ［不必要］   口  

Jフットカバー   関連規格なし   ○   口  

K スペクトラソックス   関連規格なし   ○   □  

L 除圧パッド   関連規格なし   ［不必要］   □  

t t  
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表4 義肢一骨格構造義足、義足用部品  

名称  型式   該当する規格  工学的試験評価   フィールドテスト  備考   

（準）ニ準用または参考にできる規格  

股継手  A カナディアン式   JISl℃112：02義足－こ用受）継手の構造  

B ロック式   強度試験   
○   ［コ  

膝継手  A 単軸膝   J岱二Ⅳ111－1～・8：97義肢一義足の構造強度  

1遊動式  試験  ○   ［］  

2 ロック式  JBT9213‥97義足ひざ（膝）部  

B 安全膝  ○   ［コ  

C 多軸膝  

1遊動式  ○   □  

2 ロック式   

足継手  A固定式  J搭T℃111－1～一8：97義肢一義足の構造強度  

（SAC首足用）  試験  
○   ［不必要］  

B 遊動式  JIST9212：97義足足部・足継手  

1単軸足用  JBT℃111・1～－8：97義肢一義足の構造強度  ○   ⊂］  

2 多軸足用  試験  

C 多軸足部  騨潤212‥97義足足部・足継手  ⊂）   ［］  

ブロック  JBⅦ111－1～せ97義肢一義足の構造強度  （⊃   ［不必要］  

コネクタ  試験  ○   ［不必要］  

チュー ブ  ○   ［不必要］  

クランプアダプタ  ○   ［不必要］  

ターンテーブル  J岱7℃111－1～－8：97義肢一義足の構造強度  ○   ロ  

トルクアブソーバー  試験  ○   □  

伸展屈曲装置  ○   こ  

ヨ   A SACH足部   JBT℃111－1～・8：97義肢一義足の構  

B 単軸足部  造強度試験  

JBT9212：97義足足部・足継手   
○   ［コ  

C 多軸足部  

D サイム用足部   

足  J岱てmlll－1～・8：97義肢一義足の構  

部  造強度試験（準）  ○   二  

調   J迅T9212：97義足足部・足継手（準）  

－8－   
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整  J芯BO20587メートル並目ねじ  

用  JISBO207竃2メートル薄田目ねじ  

部  J岱Bl176：00六角穴付きボルト  
［不必要】   ［不必要】  

FI  
ロロ   J岱Bll紅将4六角ボルト  

外  規格なし   ［不必要】   ［不必要】  

装  A 股・大腿用   規格なし   ［不必要】   ［不必要】  

用  B 下腿用   規格なし   〔不必要】   【不必要】  

部  
【コ  

A 股・大腿用   規格なし   ［不必要】   ［不必要】  

P口   B 下腿用   規格なし   ［不必要】   ［不必要］  

リアルソックス   A 股・大腿用   荷重を受ける場合に、JBT℃111・1～・8：97  ［不必要］  

B 下月退用   義肢一義足の構造強度試験、が適用可   荷重を受ける場合は評  【不必要］  

価結果が必要  

そ  規格なし   ［不必要】   □  

の  A 股・大8退用   規格なし   ［不必要】   口  

他   B 下腿用   規格なし   ［不必要】   ⊂］  

KBMウェッジ  規格なし   【不必要］   □  

断端袋   A 大腿用   規格なし  申請の必要なし  

B 下月退用   規格なし  
バッテリーキット  規格なし   ［不必要】   ［不必要】  

ライナーロックアダプタ  規格なし   ［不必要】  

取付面のあるものはブ  

ロックに準じて工学的  
口  

評価結果が必要  

ライナー   A ピンアタッチメントなし  規格なし   ［不必要】   □  

B ピンアタッチメントあり  規格なし   ［不必要】   □  

その他の部品   A フットカバー   J搭mlll・1～肇：97義肢一義足の構  

造強度試験（準）  ○   □  

J岱T9212：97義足足部・足継手（準）  

B スペクトラソックス  JBTり111・1～・887義肢一義足の構  

造強度試験（準）  ○   □  

JBT9212：97義足足部・足継手（準）  

C その他   規格なし   ［不必要】   ロ  

－9・   
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表5 装具  

工学的試験評価  該当する規格  

（準）：準用または参考にできる規格   

フィールドテスト  

A ロック式  規格なし  

1輪止め式  

2 ストッパー付輪止め式  ●   」  

3 レバーロック式  

4 ダイヤルロック式  

B 遊動式   規格なし   ●   ⊂］  

C 交互歩行式   規格なし   ●   ［コ  

膝継手   A 遊動式   （準）刀ST9216：91金属製下肢装具用  

1普通型  ひざ用奈）継手   ○または●   コ  

2 オフセット  

B ロック式   JBT9216：91金属製下肢装具用ひざ  

1輪止め式  （膝）継手  ○   ［コ  

※適用外の継手も継手によってはJB  

C スイスロック式  Ⅶ216の準用で試験可能  ′′‾ヽ  ［ 」」   

D 横引き式  ○   □  

E トライラテラル   規格なし   ●   ［コ  

F ダイヤルロック   （準）J岱T9216＝91金属製下肢装具用  ●   ［コ  

G 多軸膝  ひざ用黍）継手  

1遊動式  ●   ⊂］  

2 固定式  

足継手   A 制御式（制限付）   JBT9214：91金属製下肢装具用足継手  

B 制御式（補助付）  ※適用外の継手も継手によってはJB  

1一方向  T9214の準用で試験可能   ○   ［］  

2 二方向  

C 遊動式  

あぶみ   A 制御式（制限付）   J岱「Ⅳ215：鮎金属製下肢装具用あぶみ   

1足板なし  ○   □  

2 足板付   

－10・   
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B 制御式（補助付）   J岱T9215髄金属製下肢装具用あぶみ   

1一方向  

2 足板付一方向  ○   ［コ  

3 二方向  

4 足板付二方向  

C 歩行あぶみ   JBT9215：駆金属製下肢装具用あぶみ   ○   ［コ  

あぶみゴム  規格なし   ［不必要】   ［不必要］  

そ  規格なし   ［不必要］   ロ  

の  規格なし  申請の必要なし  

他  規格なし   【不必要］   ［コ  

デニスブラウン  規格なし   【不必要］   ロ  

足 板  規格なし   【不必要］   ［コ  

上肢装具  肩継手  規格なし   【不必要］   ［コ  

肘継手  規格なし   【不必要］   ロ  

把持装具用部品   フレクサーヒンジ   規格なし   ［不必要］   □  

B．FO．   規格なし   【不必要］   □  

指装具用部品  規格なし   ［不必要】   ［］  

体幹装具  斜頚枕用部品  規格なし   ［不必要】   口  

ミルウォーキーネッ  規格なし   

クリング  
［不必要】   ［］  

前方支柱  規格なし   ［不必要】   □  

後方支柱  規格なし   ［不必要】   ロ  

アウトリガー  規格なし   ［不必要】   口  

蝶 番  A 二重式   規格なし   

B 一重式  
［不必要】   □  

前方支柱固定金具  規格なし   ［不必要］   □  

†■l  
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表6 座位保持装置  
名称   型式   該当する規格  工学的試験評価  フィールドテスト   備考   

（準）：準用または参考にできる規格  

支持部   頭部   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

体幹部   座位保持装置部品の認定基準   （⊃   ［コ  

骨盤・大腿部   座位保持装置部品の認定基準   ⊂）   口  

足部   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

支持部ベース   体幹部   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

骨盤・大腿部   座位保持装置部品の認定基準   ○   ロ  

体幹部、骨盤・大月遊郭共用型   座位保持装置部品の認定基準   ○   ⊂］  

体幹部、骨盤・大腿部一体型   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

支持部調整用部品  体幹部   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

骨盤・大月遅部   座位保持装置部晶の認定基準   ○   ［コ  

身体保持部品   体幹パッド   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

腰部パッド   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

内転防止パッド   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

膝パッド   座位保持装置部品の認定基準   ○   ⊂］  

ベルト部品   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

構造フレーム   屋内用   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ   

屋外用   座位保持装置部品の認定基準   〔）   ［］  

継手部品   頸普閲匪手   座位保持装置部晶の認定基準   ○   ［コ  

腰部継手   座位保持装置部品の認定基準   （⊃   ［コ  

その他  A アームレスト用   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

B 下腿用   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

C ティルト用   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

固定金具部品  座位保持装置部品の認定基準（準）   ［個別］   ［個別］   ※可動部を有する場合  

などの特殊なものは試  

験が必要   

その他   カットアウトテーブル   座位保持装置部品の認定基準   ○   ⊂］  

アームレスト   座位保持装置部品の認定基準   ○   ［コ  

支持部カバー   座位保持装置部品の認定基準（準）   ○難燃性の確認が  

必要   
［不必要］  
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